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令和７年 多賀町議会３月第１回定例会会議録 

 

令和７年３月４日（火） 午前９時３０分開会 
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  １番  小 島   櫻 君        ６番  川 岸 真 喜 君 
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  ５番  木 下 茂 樹 君       １０番  菅 森 照 雄 君 

 

◎欠席議員（０名） 

  な   し 

 

◎説明のために出席した者の職氏名 

  町 長 久 保 久 良 君    産業環境課長 野 村   博 君 

  会 計 管 理 者 岡 田 伊久人 君    地域整備課長 飯 尾 俊 一 君 

  企 画 課 長 藤 本 一 之 君    学校教育課長 伊 東 瑞 江 君 

  総 務 課 長 本 多 正 浩 君    教育総務課長 谷 川 嘉 崇 君 

  税務住民課長 小 菅 俊 二 君    生涯学習課長 竹 田 幸 司 君 

  福祉保健課長 林   優 子 君    監 査 委 員 寺 西 久 和 君 

 

◎議会事務局 

  事 務 局 長 大 岡 まゆみ      書    記 渡 邊 美 和 

                                        

◎議事日程 

 日程第１  会議録署名議員の指名 

 日程第２  会期の決定（３月４日～２５日 ２２日間） 

 日程第３  諸般の報告 

 日程第４  施政方針および行政報告 

 日程第５  総務常任委員長報告 

 日程第６  産業建設常任委員長報告 

 日程第７  選 第 １号  多賀町選挙管理委員会委員の選挙 

 日程第８  選 第 ２号  多賀町選挙管理委員会補充員の選挙 

 日程第９  議案第 ４号  刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の

整理に関する条例について 
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 日程第10  議案第 ５号  多賀町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

について 

 日程第11  議案第 ６号  多賀町会計年度任用職員の給与および費用弁償に関す

る条例の一部を改正する条例について 

 日程第12  議案第 ７号  多賀町特別職の職員で常勤の者の給与および旅費に関

する条例の一部を改正する条例について 

 日程第13  議案第 ８号  多賀町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を

改正する条例について 

 日程第14  議案第 ９号  多賀町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正す

る条例について 

 日程第15  議案第１０号  多賀町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につ

いて 

 日程第16  議案第１１号  多賀町長期継続契約条例の一部を改正する条例につい

て 

 日程第17  議案第１２号  多賀町海外研修事業基金の設置および管理に関する条

例を廃止する条例について 

 日程第18  議案第１３号  高取山ふれあい公園の設置および管理に関する条例の

一部を改正する条例について 

 日程第19  議案第１４号  令和６年度多賀町一般会計補正予算（第９号）につい

て 

 日程第20  議案第１５号  令和６年度多賀町介護保険事業特別会計補正予算（第

５号）について 

 日程第21  議案第１６号  令和６年度多賀町水道事業会計補正予算（第２号）に

ついて 

 日程第22  議案第１７号  令和７年度多賀町一般会計予算について 

 日程第23  議案第１８号  令和７年度多賀町国民健康保険特別会計予算について 

 日程第24  議案第１９号  令和７年度多賀町介護保険事業特別会計予算について 

 日程第25  議案第２０号  令和７年度多賀町後期高齢者医療事業特別会計予算に

ついて 

 日程第26  議案第２１号  令和７年度多賀町育英事業特別会計予算について 

 日程第27  議案第２２号  令和７年度多賀町多賀財産区管理会特別会計予算につ

いて 

 日程第28  議案第２３号  令和７年度多賀町大滝財産区管理会特別会計予算につ

いて 

 日程第29  議案第２４号  令和７年度多賀町霊仙財産区管理会特別会計予算につ

いて 
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 日程第30  議案第２５号  令和７年度びわ湖東部中核工業団地公共緑地維持管理

特別会計予算について 

 日程第31  議案第２６号  令和７年度多賀町水道事業会計予算について 

 日程第32  議案第２７号  令和７年度多賀町下水道事業会計予算について 
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（開会 午前 ９時３０分） 

○議長（菅森照雄君） ただ今から、令和７年３月第１回多賀町議会定例会を開会いたし

ます。 

                                        

○議長（菅森照雄君） 本定例会に町長より提出されました案件は、議案２４件でありま

す。また、議会より提出いたしました案件は、選挙２件であります。 

 なお、本日の議事日程を別紙のとおり定めましたので、ご審議を賜りますようよろし

くお願いいたします。 

                                        

（開議 午前 ９時３０分） 

○議長（菅森照雄君） ただいまの出席議員は全員であります。定足数に達しております

ので、これより本日の会議を開きます。 

                                        

○議長（菅森照雄君） 日程第１ 「会議録署名議員の指名」を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、 

    ５番  木 下 茂 樹 議員   ６番  川 岸 真 喜 議員 

を指名いたします。 

                                        

○議長（菅森照雄君） 日程第２ 「会期の決定」を議題とします。 

 お諮りします。本定例会の会期は、去る２月１８日開催の議会運営委員会において、

本日３月４日から２５日までの２２日間に決定していただいておりますので、そのよう

にしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 異議なしと認めます。 

 よって、本定例会の会期は本日から２５日までの２２日間に決定しました。 

                                        

○議長（菅森照雄君） 日程第３ 「諸般の報告」を行います。 

 次の３点について報告いたします。 

 第１、陳情については、お手元に配布しております陳情文書表のとおり、陳情３件を

受理しました。 

 第２、１２月、１月、２月に実施された出納検査および定期監査の結果については、

お手元に配布しておりますとおり、報告がありました。 

 第３、議員派遣については、お手元に配布しております報告書のとおり、議員派遣を

行いました。 

 これで諸般の報告を終わります。 
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○議長（菅森照雄君） 日程第４ 「施政方針および行政報告」を行います。 

 町長から施政方針および行政報告の申出がありましたので、これを許します。 

 久保町長。 

〔町長 久保久良君 登壇〕 

○町長（久保久良君） 本日、令和７年３月第１回多賀町議会定例会を招集させていただ

きましたところ、議員の皆様には公私にわたりご多用の中ご出席賜り、厚く御礼申し上

げます。 

 初めに、２月に入り全国的に強い寒波が続き、多賀町におきましても断続的に雪が降

り、積雪も多くなりました。 

 このような中、多賀町では事業者への委託や滋賀県、町職員による除雪に加え、地域

での除雪にもご協力を頂きました。結果として、通勤・通学、地域生活への影響につき

ましても大きな混乱はなかったのではないかと思っております。今後も住民の皆様の暮

らしをしっかり支える取組を充実してまいります。 

 さて、本定例会に提出をいたしました議案は、令和７年度一般会計当初予算をはじめ、

合わせて２４議案でございます。いずれも重要な議案でございますので、慎重なご審議

を頂き、適切なご決議賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 ここで、令和７年度一般会計当初予算案について少し述べさせていただきますと、予

算の総額は６５億１,４００万円、前年度と比較しますと９億６,５００万円、１７.

４％の増額となり、多賀町におきまして過去最大の予算規模となりました。 

 予算編成に当たり、第６次多賀町総合計画に掲げるまちの将来像の実現に向け、安全

安心なまちづくりに必要な予算を最優先に確保し、子育て支援・教育の充実、防災機能

の強化、地域の元気づくりに重点配分をしたほか、福祉の充実、産業の活性化、デジタ

ル化の推進等、国の動きに合わせた取組にも予算を確保しました。 

 主な投資的経費といたしましては、多賀スマートインターチェンジ整備事業が最終年

を迎えたほか、防災行政無線の整備や多賀小学校、大滝小学校のトイレ改修など地域の

活力や災害対策、将来を担う子どもたちが健やかに育つような環境整備など、必要な経

費を計上させていただきました。 

 財源につきましては、税収など一般財源総額を見積もりながら、国・県からの補助金

等を最大限に活用しつつ、適切な地方債の発行など将来世代に過度な負担がかからない

よう留意をいたしました。限られた財源の中で最大限の効果が発揮できるようしっかり

と取り組んでまいりたいと考えております。 

 それでは、各所管における施策の実施状況等について、ご報告を申し上げます。 

 企画課所管では、国が進める地方自治体における情報システムの標準化への取組につ

いて、国の基本方針に基づき、令和３年度より順次取組を進めてまいりました。昨年１

２月には、国において指定されている１８業務のうち、住基・税務関係の１３業務につ

きまして、先行的に稼働できるよう業務委託契約を締結し、先月、システム導入作業に
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着手いたしました。稼働まで約１年と大変タイトなスケジュールでの作業でありますが、

令和８年１月から本格稼働させるため、職員一丸となって作業を進めてまいります。 

 次に、税務住民課所管では、今年度の税の収納状況でありますが、本町におきまして

は引き続き高い収納率を維持しており、決算見込みでは、税収として１９億４,０００

万円程度を見込んでおります。令和６年度と比較しますと、約１億円の増収となる見込

みであります。改めて、住民の皆様の高い納税意識に感謝を申し上げる次第でございま

す。 

 福祉保健課所管では、令和５年度から教育委員会とともに取り組んでまいりました多

賀町子ども・子育て応援プラン２０２５の計画策定につきまして、３月３日、昨日、子

ども・子育て会議にて最終協議を終了いたしました。次期計画におきましては、現計画

の基本理念である「みんなで 応援 子どもと子育て 親も子も地域も キラリとひか

るまち・多賀」を継承し、安心して子育てができるまちの実現を目指し、各課連携しな

がら、今後もより一層、取組を充実してまいります。 

 同じく、昨年度より取り組んでまいりました第３期多賀町健康増進計画・食育推進計

画につきましても、パブリックコメントの募集を終了し、計画策定の最終段階に入って

おります。本計画におきましては、「みんな健やか、はつらつ元気 健康実感！多賀の

まち」を基本理念とし、心身ともに健康に暮らし続けられるまちづくりをしっかり進め

てまいります。 

 これら２つの計画につきましては、速やかに概要版を全戸配布し、住民の皆様にもご

理解、ご協力を頂きながら、一体となって進めてまいりたいと考えております。 

 次に、産業環境課所管についてであります。さきの臨時会におきまして議決いただき

ました物価高騰対策につきましては、農業者や小規模事業者の方々等、対象となる皆様

に早期に支援が行き届くとともに、申請漏れ等がないよう周知徹底に努めてまいります。 

 また、３月１日には第３４回多賀の農業・農山村を考えるつどいを開催し、多くの方

にご参加いただきました。今回は、農業分野で多賀町と類似する地域でご活躍の甲賀市

土山町の農事組合法人すごいえぇのう鮎河の小倉様をお迎えし、「中山間地域での農業

後継者育成の取り組み」と題しご講演していただき、また林業分野では、滋賀県森林組

合東部事業所より森林境界明確化事業の取組を報告していただきました。 

 地域整備課所管では、多賀スマートインターチェンジ整備事業の上り線について、中

日本高速道路株式会社との協定に基づき、早期の供用開始に向け、鋭意工事を進めてお

ります。 

 次に、教育総務課所管では、新年度を間近に迎え、多賀小学校で実施をしておりまし

た南校舎普通教室増築工事につきまして、２月末に完了検査を終え、引渡しを受けまし

た。４月から入学、在籍する児童の学校生活に支障が出ないよう、学習環境の整備につ

いて遺漏なく対応してまいります。 

 また、中学校給食につきまして、新年度よりふれあいの郷の配膳室を利用し、より充
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実した食物アレルギー対応が図れるよう、現在準備を行っております。子どもたち一人

一人に対応した安心安全な給食の提供に努めてまいります。 

 学校教育課所管では、継続して実施しております鳥取県三朝小学校と多賀小学校、大

滝小学校とのオンラインによる交流事業を１２月と２月に行いました。それぞれの学校

紹介や地域の良さについて、タブレットを活用し、工夫を凝らし、発表し合いました。

お互いの学校や地域について知るとともに、自分たちの学校やふるさと多賀町の良さに

ついて改めて考える機会となりました。子どもたちが多賀町を誇りに思ってくれるなど、

この機会をきっかけに大きく成長してくれることを期待しているところであります。 

 生涯学習課所管では、１月１２日、多賀結いの森において多賀町はたちの集いを挙行

しました。当日は、対象者６１名のうち５５名が出席し、議員、恩師の方々とともに２

０歳の門出を祝福させていただきました。実行委員の久保田凌央さんから、これからも

学び続ける姿勢を大切にしていきたいなど力強い決意表明もあり、大変頼もしく思った

次第であります。 

 このほか、１月２５日、２６日には公民館まつりを開催し、有意義な活動ができたと

感じております。特に、文化展やステージ発表以外にも、昨年から引き続きプチマルシ

ェを開催し、食だけでなくリースや野菜の販売など、文化協会の加盟団体同士の共演も

あり、各団体の結びつきが深められたと感じております。 

 また、１月には、東京日本橋にて行われました古代ゾウに関連した取組を行っている

自治体が集うナウマンゾウサミットに参加し、多賀町としてアケボノゾウ化石多賀標本

を生かした取組をＰＲしてまいりました。今後も様々な機会を通じ、自然と歴史、文化

に恵まれた多賀町のすばらしさ、魅力を発信してまいりたいと考えております。 

 以上、３月議会定例会の開会に当たり、行政の近況についてご報告を申し上げました。 

 なお、本日提案をさせていただきます議案の内容につきましては、時間の関係上、説

明を割愛させていただきますが、提案の都度ご説明を申し上げますので、よろしくご審

議賜りますようお願いを申し上げまして、挨拶に代えさせていただきます。ありがとう

ございます。 

○議長（菅森照雄君） これで施政方針および行政報告を終わります。 

                                        

○議長（菅森照雄君） 日程第５ 「総務常任委員長報告」を行います。 

 閉会中における継続調査の結果について、報告を求めます。 

 ４番、近藤勇総務常任委員長。 

〔総務常任委員長 近藤勇君 登壇〕 

○総務常任委員長（近藤勇君） 閉会中におけます総務常任委員会の調査結果を会議規則

第７７条の規定により、次のとおり報告いたします。 

 １月２８日午前９時より、委員５名と執行者側より町長、税務住民課長、同課長補佐、

同係長ならびに主査の出席を求め、委員会を開催いたしました。 
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 今回の調査では、税務住民課所管の事務調査として、１点目、税務住民課所管の概要

について、２点目、固定資産税の徴収について、３点目、国民健康保険事業について、

４点目、後期高齢者医療事務について、この４点について説明を求め、質疑応答を行い

ました。 

 最初に、１点目の税務住民課所管の概要については、税務住民課では、税務係、住民

係、保険年金係で構成されている。税務係は住民税、固定資産税、軽自動車税、町たば

こ税等の業務、保険年金係は国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険料等の業務に携

わっている。 

 町税の予算現額は１８億４,５７０万円、調定額でいきますと１９億４,６０４万円で、

歳入予算総額のうち予算現額で３０.４％を占めており、収納率は１２月末では７８.

１％であったというふうに伺っております。 

 また、住民係は戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、マイナンバーカード関係、福祉医療

等の業務に携わっております。 

 戸籍関係では、令和６年３月末で戸籍数は４,７１８戸籍、１万１,４７８人の本籍の

人口数となっている。また、住民基本台帳関係では、令和６年３月末で２,９５７世帯、

７,３９５人の登録となっており、うち６５歳以上は２,４６８人、３３.４％の高齢化

率となっている。 

 また、マイナンバーカード関係では、令和６年１２月末現在で６,１１８人が所有さ

れ、交付率は８３.３％となっている。 

 福祉医療とは、乳幼児、重度障がい者、あるいは母子家庭、父子家庭、一人暮らしの

寡婦等の方が医療機関を受診したときに、保険診療の自己負担額の一部または全部を助

成するもので、令和６年１２月末で１,７２６人の方が対象者となっていますというこ

とでございました。 

 ２点目の固定資産税の徴収業務は、土地、家屋、償却資産に課税するもので、個人、

法人合わせて土地が４,９６７筆、家屋が３,６０８棟、償却資産が４３０件で、令和５

年度の調定額は１０億９,０２８万円。収納済額は１０億８,４４１万円で収納率は９９.

５％となっているということでございました。 

 保険年金係の（３）国民健康保険事業については、後期高齢者医療制度の対象者、職

場の健康保険に加入している方、または生活保護を受けている方のほかは全て国民健康

保険に加入することとなります。世帯単位での加入となり、世帯主が納税義務者となっ

ております。令和６年１２月末で９２０世帯、１,３７８人の方が加入しておられると

いうことでございます。 

 保険税については、令和９年度から滋賀県下での保険料水準の統一に向け、取組が現

在進められているということでございます。なお、世帯の所得に応じて均等割額が軽減

されることとなっています。令和６年１２月末現在で調定額は１億３,５９８万円、収

納額は８,８９０万円で、収納率は６５.４％となっているということでございます。保
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険給付は６億６４５万円となっている。 

 また、４点目の後期高齢者医療事業については、原則７５歳以上の全ての方が加入し

ますということで、令和６年１２月末で１,４２４人の方が加入しておられます。 

 保険料については、高齢化の進展や医療の高度化により、医療費が年々増加すること

から、制度の健全運営を維持するため、２年ごとに保険料の見直しが行われ、令和６年、

７年度の保険料の上限は８０万円となっているということでございます。なお、世帯の

所得に応じて均等割額および平等割額が軽減されることとなっているということでござ

います。 

 令和６年１２月末現在で調定額１億４４０万円、収納額６,５１５万円、収納率は６

２.４％となっていると説明がありました。 

 以上、説明を受けた後、引き続き、質疑応答に入りました。 

 委員から、マイナンバーカードの有効期限は１０年とあるが、本人確認のための電子

証明書の有効期限は短いと思うがとの質問に対し、カードの有効期限は１０年です。電

子証明は５年で、５年を超える２、３か月前に国から通知がある。それをもって役場で

手続ができますと答弁がありました。 

 委員から、固定資産税については家屋や土地があると思う。土地の山林や田畑の区分

などは正確にデジタル化されているのかとの質問に対し、固定資産税の課税の資料とし

て地番図がある。これは法務局の公図を基に作成していて、町が課税を行う上で、所在

と位置関係をある程度把握するための資料という位置づけになっていると答弁がありま

した。 

 委員から、税金等を払わない方への対応はどのようにしているのかとの質問に対し、

滞納整理に係るマニュアルに基づいて対応している。納付書の送付、督促状の送付、電

話、訪問等の実施、それでも駄目なときは預貯金調査、差押えを行っていると答弁があ

りました。 

 委員から、国保制度の出産育児関係についての質問に対し、出産育児一時金５０万円

と産前産後の保険料の軽減がありますと答弁がありました。 

 委員から、外国人の方の登録が５９人とあるが、税務住民課の関わりはとの質問に対

し、主に転入時の対応であり、就労先の方と一緒に来られることが多いので、そのとき

は話ができる方がついてきてくださることから、他言語等で直接困っていることはない。

また、この人数は、永住、就労、全てを含めた人数であると答弁がありました。 

 委員から、ヘルスアップ教室やライザップ事業の詳しい内容と受講者数はとの質問に

対し、両事業とも所管は税務住民課で、日常の運営は福祉保健課となっています。対象

者は約４００人で、三、四十人程度の受講ですと答弁がありました。 

 委員から、マイナンバーカードと保険証の紐づけはとの質問に対し、国保は令和６年

１２月末現在、１,３７５人中１,０２０人で７４.２％、後期高齢者医療では、令和６

年１０月末現在、１,４１５人中９９５人で７０.３％となっていると答弁がありました。 



－１０－ 

 最後に町長から、出生者数は４月から１２月の９か月間で１９人と、最近１０年間の

約半分となっています。転入者は１３８人、転出者数は１１０人で、プラス２０人とな

った。 

 また、町税については、例年の額を１億円程度超え、１９億円程度となる見込みであ

る。これは数社が工場建設、設備投資をされた影響かと思っていると説明がありました。 

 以上で、閉会中における総務常任委員会の調査は全て終了いたしましたので、結果報

告といたします。 

○議長（菅森照雄君） これより質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

                                        

○議長（菅森照雄君） 日程第６ 「産業建設常任委員長報告」を行います。 

 閉会中における継続調査の結果について、報告を求めます。 

 ８番、山口久男産業建設常任委員長。 

〔産業建設常任委員長 山口久男君 登壇〕 

○産業建設常任委員長（山口久男君） 閉会中における産業建設常任委員会の所管事務調

査報告を行います。 

 １月２１日午前９時より、委員全員と議長、執行者側より町長、野村産業環境課長、

三木課長補佐の出席を求め、委員会を開きました。 

 案件は２件で、（１）多賀森林循環事業協同組合の今年度活動報告と運営体制につい

て、（２）ため池事業についてです。 

 （１）多賀森林循環事業協同組合の今年度活動報告についてです。運営体制は、理事

長、副理事長と３名の理事と監事２名、社員１名と地域おこし協力隊の９名体制であり

ます。 

 運営状況について、地方創生推進事業を活用した平成２８年度からの第１期では、森

林事業計画策定、森林現況調査、木材供給実現可能性調査、木材供給実証業務を行い、

森林団地化等の支援や林業技能者育成などの各種補助金も創設をした。令和２年度から

の第２期では、①人材育成事業は、社員１名の雇用を確保し、技術向上を図っている。

②原木流通土場事業では、滋賀県森林組合施業林から搬入される木材を多賀土場におい

て町所有のグラップルにより仕分作業を行った。③製品開発事業は、多賀産木材の販売

促進を図るため、品質、規格を整える試験および試作を行い、併せてコスト、工程の検

証を行った。実績として足形・手形木製盾の制作、販売をしている。④販売戦略事業は、

多賀産木材の普及促進を図るための情報発信や販売方法の検討を行い、ホームページを

開設し、更新している。⑤製材施設整備事業は、太陽熱利用木材乾燥庫の建築整備で、

町内の製材所に設置している。⑥森林公園活性化事業は高取山ふれあい公園において情

報発信および誘客資源となる事業の検討です。 
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 今後の取組、課題として、継続して多賀産木材が搬入される施業計画の策定、付加価

値を整えた商品開発、製材、加工に従事する人材の確保、雇用を継続するため、多賀森

林循環事業協同組合の経営基盤の安定、確立が必要であるなどの説明がありました。 

 次に、（２）ため池改修事業計画についてです。 

 滋賀県のため池の多くは、造成後１００年以上が経過し、草木が繁茂するなど、日常

管理が十分に行われていない、または利用されていないため池が多く、災害の要因にな

ることが懸念される。このことから、決壊した場合に下流域への影響の高いため池を優

先して整備するほか、万一の際の被害を軽減するための対策を講じることが急務となっ

ている。そのため、防災対策の対象を下流への影響が高い防災重点農業用ため池とする。

滋賀県ため池点検、ため池ハザードマップの作成、地震・豪雨耐震性評価、劣化状況評

価などが実施されている。ため池工事特措法との整合を図り、ため池中・長期整備計画

とし、令和元年度から令和１２年度までの１２年間とする。防災重点農業用ため池は決

壊した場合の浸水区域に家屋や公共施設等が存在し、人的被害を与えるおそれのあるた

め池であり、優先的に防災、減災対策を推進するとしています。減災対策として（１）

ため池ハザードマップの整備、（２）ため池マップの整備、（３）ため池の低水位管理、

（４）情報連絡体制の整備となっています。 

 多賀町では、２１か所のため池のうち１８か所が防災重点農業用ため池となっていま

す。 

 今年度事業として、富之尾地先の前野池改修事業で、工期は令和６年７月５日から令

和７年１月１０日で、調査、測量業務で、工法は現況のブロック積みから重力式擁壁に

よる改修となる。事業費は２,０００万円であります。 

 県事業である農村地域防災減災事業、ため池整備事業、ため池総合整備工事の対象は、

令和６年度新規採択を希望し、令和７年度に採択を受けた尼子池、令和７年度採択希望

の木曽池であります。 

 尼子池は、事業工期令和６年度から令和９年度であり、総事業費は１億６,０７０万

円であり、事業費の負担割合は国庫５５％で８,８００万円、県費３４％で５,４００万

円、多賀町負担は１１％で１,７００万円であります。事業内容は、ため池総合整備事

業で、主要工事は、堤体工、延長４８ｍ、堰堤４.６ｍ、洪水吐工、延長１６.７ｍ、取

水施設工、延長２７.５ｍとなります。 

 次に、木曽池は、事業工期、令和７年度から１０年度であり、総事業費は２億９,７

７０万円であり、事業費の負担割合は、同じく国費５５％で１億６,４００万円、県費

３４％で１億１００万円、多賀町負担は１１％で３,３００万円であります。事業内容

は、ため池総合整備事業で、主要工事は、堤体工（中池）、延長７４ｍ、堰堤６.４ｍ、

堤体工（下池）、延長６４ｍ、堰堤３.４ｍ、洪水吐工２か所で、取水施設工２か所とな

ります。以上の説明がありました。 

 以上の説明の後、前野池、それから町内製材所（木材乾燥庫）、そして尼子池、木曽
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池の現地視察を行い、第１委員会室で、その後、質疑を行いました。 

 以下、質疑の主なものを申し上げます。 

 （１）多賀森林循環事業協同組合の今年度活動報告について、原木流通土場の利用に

ついて、森林組合施業林から木材搬入とあるが、大滝山林組合からは搬入されていない

のかとの質疑に対し、大滝山林組合は自所での流通が可能であり、多賀土場での木材は

現在のところありませんとの答弁がありました。 

 販売戦略事業において、ホームページの更新は最近ではいつされたか。また、閲覧数

はどうなのかとの質疑に対し、ホームページを立ち上げたことは確認しており、今年度、

内容を精査するため更新したと伺っている。詳しい内容までは確認しておりませんとの

答弁がありました。 

 多賀森林循環事業協同組合に対する支援等についての質疑に対し、山林所有者は、木

材の価値が低迷の中、自分の山に関心を持っていただけないことから、町が主導となり、

山林の境界明確化事業を進めていく。また、林産材育成のため、搬出間伐を中心とした

健全な山づくりをすることが求められている。しかし、現在、町の林業担当職員は２名

であり、そのうち１名は主として獣害対策を担当しており、実質の森林施策は１名で担

っている。境界明確化事業を推進するため、多賀森林循環協同組合に一翼を担ってもら

える取組をお願いし、町職員と多賀森林循環事業協同組合と滋賀県森林組合が連携し、

境界明確化事業を進めていくことが、同時に滋賀県森林組合の搬出間伐を促進する事業

にもつながる。 

 また、加工から販売までを目的としており、現在の事業を考えながらゆっくり着実に

進める必要があります。木材乾燥施設整備費用は約９００万円であり、そのうちの約４

５０万円が国庫交付金で、残りは町が負担していますが、その設備は太陽光を利用して

おり、ほとんど維持費の必要がありません。今後、多賀町内の工務店にも利用してもら

えるようなレンタル的な取組も進めていく必要があるかと思っていますとの答弁があり

ました。 

 次に、多賀森林循環事業協同組合の経営自体は順調に進んでいるのかとの質疑に対し、

材を得てそれを製品にして販売する循環サイクルの中で出口がなかなか見つけがたく、

需要につながっていないことから、経営状態は厳しいと感じています。現在の収入減は、

多賀土場の仕分作業であり、木材の搬入が止まってしまうと収入がなくなります。いか

にして需要につなげていく取組をしていくのかを話している。現状では決して余裕があ

る状態ではないことを認識しています。製材や加工など技術的要件があるのであれば、

ソフト事業面での取組を考え、森林施策として今から取り組んでいきたいと考えていま

すとの答弁がありました。 

 （２）ため池事業計画についてです。町内の全てのため池のハザードマップはあるの

か。また、管理アプリを導入したというが、敏満寺区と共有しているのかとの質疑に対

し、多賀町内１８か所のため池ハザードマップがあり、町ホームページで閲覧できます。
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町防災計画の中にも同じ資料があります。管理アプリについて、各ため池の点検は既に

終わっております。県の発注であり、土地改良事業団体連合会が行いました。そのとき

に、各ため池の管理者に対し、現場に入ってもらうという話の中で、ため池アプリの説

明をさせてもらっています。敏満寺には大門池がありますので、管理アプリがあるとい

う説明をさせてもらっていますとの答弁がありました。 

 次に、多賀区には多賀土田池と奥谷田池がある。２か所とも貯水量が多いため池であ

る。多賀土田池は廃池の申請はあるが、奥谷田池に関しては下流住民の方から心配の声

もある。現状はどうなのかとの質疑に対し、奥谷田池については、耐震調査をした結果、

満水時の状態で地震が起こっても決壊はしないという結果が出ております。ただ心配で

あるという区の意見もあり、現在は３分の１程度、約１ｍの水深で管理をしています。

次に、尼子区では水田耕作されていますので、田植の時期に関しましては耕作者で管理

していただき、夏場の台風や大雨のときにはこちらが水位調整をさせていただき、１ｍ

程度の水位に調整をさせていただいている状況です。廃池にするには難しいため、低水

位で維持するとしており、今年度システムを導入し、水位管理を行っていく予定ですと

の答弁がありました。 

 水位管理システムについての質疑に対し、今のところは町職員での管理と思っており

ます。管理システムは、水位情報だけでなく、静止画像ではありますが、画像上で管理

する予定です。管理体制について、将来的には職員だけでなく、地元の耕作者とも調整

を図りながら進めていきたいと考えています。水利用が必要な時期は耕作者が調整を行

い、大雨のときは町が管理する。耕作がない時期に関しては、水を抜いて管理する方法

としていますとの答弁がありました。 

 以上で、閉会中における産業建設常任委員会の報告を終わります。 

○議長（菅森照雄君） これより質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

                                        

○議長（菅森照雄君） 日程第７ 「選第１号 多賀町選挙管理委員会委員の選挙」を行

います。 

 お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により、

指名推選にしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 異議なしと認めます。 

 よって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定しました。 

 お諮りします。指名の方法については、議長が一括指名することにしたいと思います

が、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 
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○議長（菅森照雄君） 異議なしと認めます。 

 よって、議長が一括指名することに決定しました。 

 多賀町選挙管理委員会委員には、お手元に配布のとおり、田中栄一君、池尻力君、田

畑彰君、神細工信二君の４人を指名いたします。 

 お諮りします。ただいま議長が指名しました４人を、多賀町選挙管理委員会委員の当

選人と定めることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 異議なしと認めます。 

 よって、ただいま指名いたしました４人が多賀町選挙管理委員会委員に当選されまし

た。 

 この後、当選の告知を行い、就任の承諾を得るものとします。 

                                        

○議長（菅森照雄君） 日程第８ 「選第２号 多賀町選挙管理委員会補充員の選挙」を

行います。 

 お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により、

指名推選にしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 異議なしと認めます。 

 よって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定しました。 

 お諮りします。指名の方法については、議長が一括指名することにしたいと思います

が、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 異議なしと認めます。 

 よって、議長が一括指名することに決定しました。 

 多賀町選挙管理委員会補充員には、お手元に配布のとおり、霊正芳信君、多賀節子君、

大岡秀行君、奥川明子君の４人を指名いたします。 

 お諮りします。ただいま議長が指名しました４人を、多賀町選挙管理委員会補充員の

当選人と定めることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 異議なしと認めます。 

 よって、ただいま指名いたしました４人が多賀町選挙管理委員会補充員に当選されま

した。 

 この後、当選の告知を行い、就任の承諾を得るものとします。 

 お諮りします。補充の順序はただいま議長が指名しました順序にしたいと思いますが、

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 
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○議長（菅森照雄君） 異議なしと認めます。 

 よって、補充の順序はただいま議長が指名しました順序に決定しました。 

                                        

○議長（菅森照雄君） 日程第９ 「議案第４号 刑法等の一部を改正する法律の施行に

伴う関係条例の整理に関する条例について」を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 本多総務課長。 

〔総務課長 本多正浩君 登壇〕 

○総務課長（本多正浩君） 「議案第４号 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関

係条例の整理に関する条例」につきまして、ご説明いたします。 

 議案書１ページをお願いいたします。 

 今回の条例改正は、刑法等の一部を改正する法律および刑法等の一部を改正する法律

の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行により、多賀町において影響を受け

る条例の一部を改正するものでございます。 

 法律の改正点は、懲役および禁錮を廃止し、これらに代えて拘禁刑を創設するもので

あり、本町の条例においても、「懲役」および「禁錮」の文言を使用している規定につ

いて、「拘禁刑」に改めるものです。 

 まず、第１条の多賀町議会の個人情報の保護に関する条例、第２条の多賀町個人情報

の保護に関する法律施行条例、第３条の多賀町個人情報保護審査会条例につきましては、

「懲役」とあるものを「拘禁刑」に改め、第４条、多賀町職員の給与に関する条例、第

５条、多賀町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例、第６条、多賀町非常

勤消防団員に係る退職金に係る退職報奨金の支給に関する条例については、「禁錮」と

あるものを「拘禁刑」に改めるものでございます。 

 付則としまして、第１項、施行期日につきましては、法律の施行日に合わせて令和７

年６月１日とするものです。 

 第２項から第５号につきましては、本条例の施行前、施行後に行った行為に対する罰

則等の取扱いについて経過措置を設け、そごが生じないよう定めるものでございます。 

 以上、提案説明とさせていただきますので、ご審議賜りますようよろしくお願い申し

上げます。 

○議長（菅森照雄君） これより質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより採決を行います。 
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 「議案第４号 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条

例について」は、原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（菅森照雄君） ご着席ください。起立全員であります。よって、議案第４号は原

案のとおり可決されました。 

                                        

○議長（菅森照雄君） 日程第１０ 「議案第５号 多賀町職員の給与に関する条例の一

部を改正する条例について」を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 本多総務課長。 

〔総務課長 本多正浩君 登壇〕 

○総務課長（本多正浩君） 「議案第５号 多賀町職員の給与に関する条例の一部を改正

する条例について」、ご説明申し上げます。 

 議案書３ページからになります。 

 今回の改正は、昨年８月の国の人事院勧告に基づき、国家公務員の給与等が改定され

たことにより、多賀町職員の給与について、国に準じ、改正を行うものでございます。 

 第６条第４項では、６級職（課長）の昇給の号数幅について、現行の「４号」から１

号下げて、「３号」とするものでございます。 

 次に、第１３条、扶養手当の規定でございますが、配偶者の扶養手当を令和８年度に

廃止するとともに、子の扶養手当につきまして、現行の「１人１万円」から「１万３,

０００円」に引き上げるものです。 

 第１４条につきましては、規則で定めることとするため、削除するものです。 

 第１４条の２、地域手当についてでございますが、国の人事院勧告による見直しによ

り、支給地の区分と割合を変更するものです。 

 なお、多賀町におきましては、この改正で５級地４％の支給地域となるものでござい

ます。 

 次に、第１５条でございますが、通勤手当の改正でございまして、従来の在来線運賃

相当額に加え、新幹線特急料金相当額を対象とし、上限につきましても「５万５,００

０円」から「１５万円」に引き上げるものでございます。 

 第２１条の２、管理職特別勤務手当でございますが、支給対象時間をこれまでの「午

前零時から午前５時」から「午後１０時から午前５時」として、２時間対象時間を長く

するものでございます。 

 次に、期末手当の規定であります第２２条第２項ですが、現在の支給割合であります

「１００分の１２７.５」を「１００分の１２５」に、また同条第３項中、これは定年

前再任用短時間勤務職員の額を規定する条項ですが、「１００分の７１.２５」を「１０

０の７０」に改正し、６月と１２月の支給率の平準化を図るものでございます。勤勉手
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当の規定につきましても、第２３条第２項第１号で、現在の「１００分の１０７.５」

を「１００分の１０５」に、同項第２号において、定年前再任用短時間勤務職員につき

ましては、「１００分の５１.２５」を「１００分の５０」とし、６月と１２月の支給率

の平準化を図るものでございます。 

 第２４条の２、第３０条では、定年前再任用短時間勤務職員等の適用除外規定を定め

るもので、定年前再任用短時間勤務職員については、住居手当を適用除外から外す規定

とするものでございます。 

 別表第１につきましては、令和７年４月１日から行政職給料表を改めるものです。 

 付則については、主なものをご説明いたします。 

 １項、この条例は、令和７年４月１日から施行するものです。 

 ２項、３項では、３級以上の給料表につきまして、初号の額を引き上げることで、中

堅職員以降の給与を改善するため、別表第１のとおり改正を行うとともに、切替え前の

職務の級と切替え後において号給にそごが出ないよう付則別表を規定するものでござい

ます。 

 ４項では、扶養手当につきまして、配偶者の扶養手当の支給を令和８年３月３１日ま

での経過措置とし、手当の額についても経過措置を設けるものでございます。 

 ５項、６項では、地域手当について、令和１０年３月３１日までは４％を超えない範

囲で、規則で定める支給割合を乗じて得る額とする旨規定するものとし、地域手当の支

給割合について段階的な変更を行う旨、規定するものです。 

 ８項では、規則への委任について規定するものでございます。 

 以上、提案説明とさせていただきますので、ご審議賜りますようよろしくお願い申し

上げます。 

○議長（菅森照雄君） これより質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 「議案第５号 多賀町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について」は、

原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（菅森照雄君） ご着席ください。起立全員であります。よって、議案第５号は原

案のとおり可決されました。 

 暫時休憩いたします。 

 再開は議場の時計で１０時４０分とします。 
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（午前１０時２８分 休憩） 

                                        

（午前１０時４０分 再開） 

○議長（菅森照雄君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 日程第１１ 「議案第６号 多賀町会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例について」を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 本多総務課長。 

〔総務課長 本多正浩君 登壇〕 

○総務課長（本多正浩君） 「議案第６号 多賀町会計年度任用職員の給与および費用弁

償に関する条例の一部を改正する条例について」、ご説明いたします。 

 議案書１４ページをお願いいたします。 

 議案第５号で職員の給与に関する条例の改正を提案いたしましたが、会計年度任用職

員においても職員と同様の処遇となるよう、地域手当の支給について追加の改正を行う

ものでございます。 

 第３条第１項中に「地域手当」を追加するほか、第７条の２を加え、第１３条中、第

１５条中、支給については、正職員に準じるよう規定を加えるものでございます。 

 その他、第１９条の２につきましては、見出しを追加するものです。 

 以上、提案説明とさせていただきますので、ご審議賜りますようよろしくお願い申し

上げます。 

○議長（菅森照雄君） これより質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 「議案第６号 多賀町会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例について」は、原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（菅森照雄君） ご着席ください。起立全員であります。よって、議案第６号は原

案のとおり可決されました。 

                                        

○議長（菅森照雄君） 日程第１２ 「議案第７号 多賀町特別職の職員で常勤の者の給

与および旅費に関する条例の一部を改正する条例について」を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 
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 本多総務課長。 

〔総務課長 本多正浩君 登壇〕 

○総務課長（本多正浩君） 「議案第７号 多賀町特別職の職員で常勤の者の給与および

旅費に関する条例の一部を改正する条例について」、ご説明いたします。 

 議案書１５ページをお願いいたします。 

 本改正につきましては、議案第５号と同様に、期末手当の額の平準化を図るため、条

例改正を行うものです。 

 内容につきましては、第２条第２項ただし書中の支給割合を「１００分の１２７.

５」から「１００分の１２５」に、「１００分の１７５」を「１００分の１７２.５」に

改正するものです。 

 付則として、この条例は令和７年４月１日から施行するものでございます。 

 以上、提案説明とさせていただきますので、ご審議賜りますようよろしくお願い申し

上げます。 

○議長（菅森照雄君） これより質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 「議案第７号 多賀町特別職の職員で常勤の者の給与および旅費に関する条例の一部

を改正する条例について」は、原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（菅森照雄君） ご着席ください。起立全員であります。よって、議案第７号は原

案のとおり可決されました。 

                                        

○議長（菅森照雄君） 日程第１３ 「議案第８号 多賀町職員の勤務時間、休暇等に関

する条例の一部を改正する条例について」を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 本多総務課長。 

〔総務課長 本多正浩君 登壇〕 

○総務課長（本多正浩君） 「議案第８号 多賀町職員の勤務時間、休暇等に関する条例

の一部を改正する条例について」、ご説明いたします。 

 議案書１６ページをお願いいたします。 

 今回の改正につきましても、昨年８月の国の人事院勧告に基づく改正となります。 

 第８条の４では、子を養育する職員に対する深夜勤務、時間外勤務について、著しく
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困難な場合を除いて、勤務をさせてはならない対象の子の範囲について、従前の「３歳

未満の子」から「小学校就学の始期に達するまでの子」とし、対象を拡充するものです。 

 第１５条の３では、配偶者等が介護を必要とする状況に至った場合、介護両立支援制

度等を該当職員に周知し、介護に対する意向を確認する面談を行う等、措置を講じる旨、

規定するものです。 

 第１５条の４では、介護両立支援制度が円滑に実施できるよう、勤務環境や相談体制

の整備について措置を講じなければならない旨、規定するものです。 

 以上、提案説明とさせていただきますので、ご審議賜りますようよろしくお願い申し

上げます。 

○議長（菅森照雄君） これより質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 「議案第８号 多賀町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例に

ついて」は、原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（菅森照雄君） ご着席ください。起立全員であります。よって、議案第８号は原

案のとおり可決されました。 

                                        

○議長（菅森照雄君） 日程第１４ 「議案第９号 多賀町職員の育児休業等に関する条

例の一部を改正する条例について」を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 本多総務課長。 

〔総務課長 本多正浩君 登壇〕 

○総務課長（本多正浩君） 「議案第９号 多賀町職員の育児休業等に関する条例の一部

を改正する条例について」、ご説明いたします。 

 議案書１８ページをお願いいたします。 

 当条例改正につきましては、議案第５号の条例改正および育児休業、介護休業等育児

又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の改正により、当条例についても、改正

に合わせ、条項の整理をするものでございます。 

 第１８条の表中、議案第５号で削除しました第１４条を、関連いたしますので、当条

例においても削除いたします。 

 また、第２０条においては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の
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福祉に関する法律の改正による条項整理を行う改正になります。 

 以上、提案説明とさせていただきますので、ご審議賜りますようよろしくお願い申し

上げます。 

○議長（菅森照雄君） これより質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 「議案第９号 多賀町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例につい

て」は、原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（菅森照雄君） ご着席ください。起立全員であります。よって、議案第９号は原

案のとおり可決されました。 

                                        

○議長（菅森照雄君） 日程第１５ 「議案第１０号 多賀町国民健康保険税条例の一部

を改正する条例について」を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 小菅税務住民課長。 

〔税務住民課長 小菅俊二君 登壇〕 

○税務住民課長（小菅俊二君） 「議案第１０号 多賀町国民健康保険税条例の一部を改

正する条例について」、ご説明いたします。 

 今回の改正は、令和７年度の国民健康保険事業費納付金および標準保険料率を基に、

滋賀県に納付する国民健康保険事業費納付金に必要な保険税率を設定する必要があるた

め、改正するものでございます。 

 議案書の１９ページをお願いします。 

 第３条から第５条の２までは医療分の改正でございます。 

 第３条は医療分に係る所得割額の税率を７.８７％に、第５条は均等割額を、第５条

の２は世帯別均等割額を改めるものでございます。 

 第６条から第７条の３までは介護分の改正でございます。 

 第６条は介護分に係る所得割額の税率を２.３８％に、第７条の２は均等割額を、第

７条の３は世帯別平等割額を定めるものでございます。 

 第８条から第９条の３までは後期高齢者支援分の改正でございます。第８条は、後期

高齢者支援分に係る所得割額の税率を２.８３％に、第９条の２は均等割額を、第９条

の３は世帯別平等割額を改めるものでございます。 
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 第２３条は、国民健康保険税の減額について規定しており、低所得者層の負担軽減の

ために、世帯の所得に応じて、均等割額および平等割額に７割軽減、５割軽減、２割軽

減を行うものでございます。 

 第２３条第１号は７割軽減世帯について、第２号は５割軽減世帯について、第３号は

２割軽減世帯について、医療分、介護分、後期高齢者支援分の均等割額および平等割額

の減額を改めるものでございます。 

 議案書の２０ページをお願いいたします。１行目の第２３条第２項は、未就学児の均

等割額について規定しており、課税額を改めるものでございます。 

 第１号は医療分、第２号は後期高齢者支援分について、７割軽減世帯、５割軽減世帯、

２割軽減世帯の課税額を改めるものでございます。 

 付則につきましては、令和７年４月１日から施行するもので、経過措置を規定するも

のでございます。 

 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（菅森照雄君） これより質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 お諮りします。議案第１０号については、会議規則第３９条第１項の規定により、総

務常任委員会に付託して審査したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１０号は総務常任委員会に付託することに決定しました。 

                                        

○議長（菅森照雄君） 日程第１６ 「議案第１１号 多賀町長期継続契約条例の一部を

改正する条例について」を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 藤本企画課長。 

〔企画課長 藤本一之君 登壇〕 

○企画課長（藤本一之君） 「議案第１１号 多賀町長期継続契約条例の一部を改正する

条例について」、ご説明を申し上げます。 

 議案書は２１ページをお願いいたします。 

 今回お願いする条例の一部改正は、本条例における長期継続契約の契約期間について、

５年を超えない範囲としておりましたが、耐用年数が５年を超える物品等を借り入れる

場合、経済的に最も有利な契約期間での契約締結を可能とするため改正をお願いするも

ので、多賀町長期継続契約条例第３条に議案書記載のただし書を加え、契約期間を１０

年以内とするものでございます。 

 付則では、この条例は令和７年４月１日から施行するものと規定しております。 
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 以上、説明とさせていただきますので、ご審議賜りますようよろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（菅森照雄君） これより質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 お諮りします。議案第１１号については、会議規則第３９条第１項の規定により、産

業建設常任委員会に付託して審査したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１１号は産業建設常任委員会に付託することに決定しました。 

                                        

○議長（菅森照雄君） 日程第１７ 「議案第１２号 多賀町海外研修事業基金の設置お

よび管理に関する条例を廃止する条例について」を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 竹田生涯学習課長。 

〔生涯学習課長 竹田幸司君 登壇〕 

○生涯学習課長（竹田幸司君） 「議案第１２号 多賀町海外研修事業基金の設置および

管理に関する条例を廃止する条例について」、ご説明申し上げます。 

 議案書２２ページをお願いいたします。 

 多賀町海外研修事業基金の設置および管理に関する条例につきましては、諸外国の教

育、文化等を視察研修し、有為な人材の育成を図ることを目的にしておりますが、今後、

海外研修事業そのものを規定するのではなく、本町における国際交流事業の在り方につ

いて、一定の整理を行うため、本条例の廃止を付則としまして、令和７年４月１日から

施行するものとし、地方自治法第９６条第１項第１号の規定に基づき、議会の議決をお

願いするものでございます。 

 以上、提案説明とさせていただきますので、ご審議賜りますようよろしくお願いいた

します。 

○議長（菅森照雄君） これより質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 お諮りします。議案第１２号については、会議規則第３９条第１項の規定により、総

務常任委員会に付託して審査したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１２号は総務常任委員会に付託することに決定しました。 
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○議長（菅森照雄君） 日程第１８ 「議案第１３号 高取山ふれあい公園の設置および

管理に関する条例の一部を改正する条例について」を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 野村産業環境課長。 

〔産業環境課長 野村博君 登壇〕 

○産業環境課長（野村博君） 「議案第１３号 高取山ふれあい公園の設置および管理に

関する条例の一部を改正する条例について」、ご説明申し上げます。 

 議案書２３ページからとなります。 

 このたび上程いたします議案は、当該条例において高取山ふれあい公園の利用時間お

よび利用料金が定められているところですが、長年料金の見直しがなされておらず、ま

た、近年の社会情勢を鑑みて所要の改正を行い、適当な利用料金を設定するとともに、

施設名の区分の整理、施設の利用時間と週休日を実運営上に合わせる改正のほか、文言

の整理を併せてお願いするものです。 

 改正内容といたしましては、第７条第１項に定める表において施設名の区分と施設利

用時間を整理し、同条第２項中の週休日を水曜日とし、第９条第２項に繁忙期における

当該利用料金を５割以内の範囲で加算することができることを追加し、同条別表におい

て各施設の利用料金を議案書に記載のとおり改めるものでございます。 

 付則として、本条例は令和７年４月１日から施行するものとし、併せて経過措置とし

て、施行日までの利用申請については、従前の定めによるものとしております。 

 以上、提案説明とさせていただきますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（菅森照雄君） これより質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 お諮りします。議案第１３号については、会議規則第３９条第１項の規定により、産

業建設常任委員会に付託して審査したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１３号は産業建設常任委員会に付託することに決定しました。 

                                        

○議長（菅森照雄君） 日程第１９ 「議案第１４号 令和６年度多賀町一般会計補正予

算（第９号）について」を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 本多総務課長。 

〔総務課長 本多正浩君 登壇〕 

○総務課長（本多正浩君） 「議案第１４号 令和６年度多賀町一般会計補正予算（第９

号）」につきまして、ご説明申し上げます。 
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 議案書２７ページをお願いいたします。 

 今回お願いいたします補正予算は、年度末ではございますが、必要な行政需要に対応

していくとともに、過年度に受け入れた国や県の補助等の精算、また各課の事業進捗に

合わせた増減等、調整を行ったもので、第１条に記載のとおり、既定の歳入歳出予算の

総額から、それぞれ１億２,２０６万９,０００円を減額し、歳入歳出それぞれ６０億３,

６０７万３,０００円とするものです。 

 第２条では次年度への繰越明許費、第３条では地方債の補正をお願いし、借入限度額

の変更をするものでございます。 

 まず、３０ページでございますけれども、第２表繰越明許費でございますが、全部で

９事業の繰越予算をお願いするものでございます。国の補正予算の時期に合わせ、補正

対応にて予算化したもので、事業期間が足りないものや、車両関係では、受注生産によ

る納期の延長などの理由により繰越予算をお願いするもので、各事業とも、早期の完了

に向け鋭意進めていきたいと考えております。 

 続いて、３１ページ、第３表地方債補正でございますけれども、道路改良、県営事業

分で、今年度の実施分につきまして、工事費の精算により工事負担金が増額となりまし

たことから、財源であります地方債についても１３０万円の増額をお願いし、４６０万

円とするものでございます。 

 それでは、歳入から主なものについてご説明させていただきます。３４ページをお願

いいたします。 

 ５０款国庫支出金につきましては、今年度の歳出の状況により増減をするもので、特

に中段、デジタル基盤改革支援交付金につきましては、事業の進捗に合わせて１億４,

２００万円の減額とするものです。国庫支出金総額では１億３,８２２万円の減額とな

るものです。 

 ５５款県支出金につきましては、歳出の見込み状況により増額となるもので、特に、

３５ページ上段、農林水産業費補助金では、今年度のシカ等の有害鳥獣駆除数が増える

見込みであり１２２万５,０００円の増額とするものでございます。県支出金総額では

２３１万２,０００円の増額となるものです。 

 ６５款寄附金は、ふるさと納税における寄付額の増加が見込まれることから１,２０

０万円の増額とするものでございます。 

 ８０款諸収入、過年度収入では、障害者自立支援給付金について、交付額が実績に応

じて少額であったことから、４５万円の追加交付を受けるものでございます。 

 ８５款町債につきましては、県営事業負担分に合わせて１３０万円の追加発行をお願

いするものでございます。 

 次に、歳出でございます。３６ページからになります。 

 まず、各科目にわたりまして、国庫支出金の返還金を計上させていただいております

けれども、それぞれ、各事業における過年度分の補助金等の交付について、過大に交付
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を受けたものについて精算し、国に返還するものとなりますので、ここでの一括説明と

させていただきます。 

 それでは、上段、１０款総務費では、５項総務管理費、５目一般管理費、ふるさと納

税の寄付の増額となる見込みであり、その経費である役務費、委託料を合わせて、寄付

増額分１,２００万円の２分の１、６００万円の追加をお願いするものです。 

 ７５目電子計算費は、事業進捗に合わせ、委託料および使用料に合わせて１億６,５

００万円の減額とするものです。 

 １５款民生費では、５項社会福祉費、１９目介護生活支援費では、介護保険特別会計

への繰り出しについて精算し、それぞれ増減をしており、３７ページ上段、２４目障害

者自立支援費では、利用状況から２２１万６,０００円の増額をお願いするものです。 

 ２０款衛生費、５項保健衛生費、５目保健事業総務費では、保健カルテシステムの改

修費として５３万９,０００円をお願いするものです。 

 ３８ページ上段、１０項環境衛生費では、広域行政で運営しております斎場および廃

棄物処理費用負担分につきまして、減額精算し、合わせて３９１万７,０００円の減額

とするものです。 

 １５項上水道費では、長引く物価高騰対策としまして、各ご家庭の生活費のご負担を

少しでも軽減するため、令和７年４月から９月までの半年分、全てのご家庭の水道料金

の基本料金を減免するため、水道事業会計に料金減免分として繰り出すもので、予算と

して３,０００件分、８２８万３,０００円をお願いするものです。 

 ２５款農林水産業費、５項農業費、５５目鳥獣害防止対策費では、ニホンザル個体数

調整委託料につきまして、川相群のニホンザルを全頭捕獲するため、追加として１１５

万６,０００円、また、３９ページ、１０目狩猟費では、シカ、イノシシ等の害獣の駆

除見込みが増え、１３６万５,０００円の委託料の追加をお願いするものです。 

 ３５款土木費、５項道路橋梁費、５目道路橋梁総務費では、県営事業負担金につきま

して、佐目敏満寺線ほか今年度の事業費精算により１４５万８,０００円の増額、また

１０目道路橋梁維持費では、除雪に係る経費について、委託料等１,５７３万円の追加

をお願いするものです。 

 １５項都市計画費、５目都市計画総務費では、結いの森公園の都市公園管理料につき

まして、委託内容の精査により６００万円の減額、４０ページ、５０款災害復旧費につ

きましては、町道甲頭倉線の災害復旧工事費につきまして精算し、１６３万５,０００

円を減額するものです。 

 ６０款諸支出金では、来年度の財源調整も見据え、４２３万９,０００円を財政調整

基金に積み立て、ふるさと納税寄付額の増額分１,２００万円の２分の１、６００万円

を多賀町まちづくり基金に積み立て、来年度の財源として確保するものでございます。 

 以上、提案説明とさせていただきますので、ご審議賜りますようよろしくお願い申し

上げます。 
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○議長（菅森照雄君） これより質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 お諮りします。議案第１４号については、議長を除く９人の委員で構成する予算特別

委員会を設置し、これに付託して審査したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１４号は、９人の委員で構成する予算特別委員会を設置し、これに付

託して審査することに決定しました。 

 お諮りします。ただいま設置されました予算特別委員会の委員の選任については、委

員会条例第７条第４項の規定により、お手元の名簿のとおり指名したいと思いますが、

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 異議なしと認めます。 

 よって、予算特別委員会の委員はお手元の名簿のとおりに選任することに決定しまし

た。 

 暫時休憩します。 

 この間に予算特別委員会において、委員会条例第８条第２項の規定により、委員長お

よび副委員長の互選をお願いいたします。なお、その結果を議長まで報告願います。 

 再開は議場の時計で１１時２５分とします。 

（午前１１時１４分 休憩） 

                                        

（午前１１時２５分 再開） 

○議長（菅森照雄君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 ただいま、予算特別委員会の委員長および副委員長の報告がありましたので、発表い

たします。 

 委員長に４番、近藤勇議員、副委員長に８番、山口久男議員が選出されました。 

 なお、予算特別委員会は別紙の日程表により審査していただき、その経過と結果を議

長まで報告願います。 

                                        

○議長（菅森照雄君） 日程第２０ 「議案第１５号 令和６年度多賀町介護保険事業特

別会計補正予算（第５号）について」を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 林福祉保健課長。 

〔福祉保健課長 林優子君 登壇〕 

○福祉保健課長（林優子君） 「議案第１５号 令和６年度多賀町介護保険事業特別会計
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補正予算（第５号）」につきまして、ご説明申し上げます。 

 議案書４１ページをお願いいたします。 

 今回提案させていただきます補正予算案は、第１条に記載のとおり、既定の歳入歳出

予算の総額に歳入歳出それぞれ１,４２９万９,０００円を減額し、歳入歳出それぞれ８

億９,９８８万８,０００円とするものでございます。 

 主な補正理由といたしましては、介護給付費について、当初見込みから下回るサービ

スや不足する見込みのサービスが出てきたため、所要の補正をお願いするものです。 

 それでは、事項別明細書により４６ページの歳入からご説明させていただきます。 

 １５款国庫支出金、５項国庫負担金、５目介護給付費負担金は、主には施設介護サー

ビス給付費と特定入所者介護サービス費が当初見込みより下回る見込みとなったことか

ら、減額補正する介護給付費に対して、規定の率により２４３万４,０００円を減額す

るものでございます。 

 １０項国庫補助金は、減額となった介護給付費に対する調整交付金と地域支援事業の

増額分に対する交付金で、差引き合計６６万１,０００円を減額するものです。 

 ２０款支払基金交付金は、第２号被保険者負担分として支払基金より交付されるもの

で、介護給付費の減額分と地域支援事業の増額分、それぞれ交付率２７％に相当する額

の合計で３９１万７,０００円の減額をするものです。 

 ４７ページに移りまして、２５款県支出金の介護給付費県負担金につきましては、減

額となった介護給付費に対しまして、規定の率により２３３万４,０００円を減額する

ものです。 

 １５項県補助金につきましては、地域支援事業の増額分に対する交付金で４万４,０

００円の追加となり、３０款繰入金、５項一般会計繰入金につきましては、介護給付費

の減額と事務費繰入金と地域支援事業の増額補正を差引きし、４８ページに移りまして、

合計１７０万４,０００円を減額するものでございます。 

 ３０款繰入金の介護給付費準備基金繰入金につきましては、介護給付費が減額となっ

たことにより、基金の繰入れを３２９万３,０００円減額するものでございます。 

 続きまして、４９ページからの歳出に移らせていただきます。 

 ５款総務費では、介護認定調査員の交通費が当初予算より不足する見込みとなったた

め、費用弁償として８万６,０００円の増額補正をお願いするものです。 

 １０款介護給付費につきましては、１５目施設介護サービス給付費が当初の見込みか

ら下回る見込みとなりましたので１,０００万円の減額を、３５目居宅介護サービス計

画給付費は、居宅介護サービスを利用するため、介護支援専門員がケアプランを作成す

る費用ですが、こちらの方は当初見込みより不足する見込みとなりましたので３３万円

を増額し、差引き合計９６７万円の減額補正をお願いするものです。 

 次に、３０項５目特定入所者介護サービス費につきましては、低所得者の施設利用の

負担軽減を図るための給付費で、施設サービス給付費の減少に伴い、当初見込みより給
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付費が下回る見込みとなりましたので、５００万円の減額とするものです。 

 ５０ページに移りまして、１７款地域支援事業費、１０項介護予防・生活支援サービ

ス事業費につきましては、要支援者を対象とする訪問型サービス負担金が不足する見込

みとなり１６万２,０００円の増額を、２０項包括的支援事業費・任意事業費につきま

しては、１市４町で広域で実施している在宅医療・介護連携推進事業の負担金が人事異

動により当初見込みより不足する見込みになったため１２万３,０００円の増額をお願

いするものです。 

 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（菅森照雄君） これより質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 お諮りします。議案第１５号については、会議規則第３９条第１項の規定により、総

務常任委員会に付託して審査したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１５号は総務常任委員会に付託することに決定しました。 

                                        

○議長（菅森照雄君） 日程第２１ 「議案第１６号 令和６年度多賀町水道事業会計補

正予算（第２号）について」を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 飯尾地域整備課長。 

〔地域整備課長 飯尾俊一君 登壇〕 

○地域整備課長（飯尾俊一君） 「議案第１６号 令和６年度多賀町水道事業会計補正予

算（第２号）」につきまして、ご説明申し上げます。 

 議案書５１ページをお願いします。 

 今回お願いいたします補正予算は、収益的支出において、電気料金の高騰の影響を受

け、取水および送水ポンプの動力費が不足する事態となりましたので、予算の補正をお

願いするものでございます。 

 第２条記載の収益的支出においては、支出を２２０万円増額し、総額３億２,５５３

万３,０００円といたします。 

 それでは、補正予算説明書にてご説明申し上げます。 

 議案書５３ページをお願いいたします。 

 収益的支出では、１款１項１目原水および浄水費において、取水および送水ポンプの

動力費といたしまして、当初予算に対し２２０万円の増とするものでございます。 

 以上、説明とさせていただきますので、ご審議賜りますようよろしくお願い申し上げ

ます。 
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○議長（菅森照雄君） これより質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 お諮りします。議案第１６号については、会議規則第３９条第１項の規定により、産

業建設常任委員会に付託して審査したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１６号は産業建設常任委員会に付託することに決定しました。 

                                        

○議長（菅森照雄君） 日程第２２ 「議案第１７号 令和７年度多賀町一般会計予算に

ついて」を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 まず、歳入全般についての説明を求めます。 

 本多総務課長。 

〔総務課長 本多正浩君 登壇〕 

○総務課長（本多正浩君） 「議案第１７号 令和７年度多賀町一般会計予算」につきま

して、ご説明申し上げます。 

 まず初めに、令和７年度の多賀町一般会計の予算編成に当たりましては、中長期にお

ける財政状況を鑑み、令和７年度における町税の動向や国・県における譲与税や補助金

等の精査、活用できる地方債、ふるさと納税などの財源を確保し、多賀町で求められる

事業を着実に実施していくための予算を編成いたしました。 

 特に、子育て支援・教育の充実、防災機能の強化、地域の元気づくりを重点として、

地元産業の活性化、福祉サービスの向上、ＤＸの推進など、誰もが住みよいまちを目指

し、取組を着実に進めてまいりたいと考えております。 

 それでは、地方自治法第２１１条第１項および第２項の規定に基づき、提出いたしま

した別冊の予算書に基づき、ご説明申し上げます。 

 予算書１ページをお願いいたします。 

 令和７年度の多賀町一般会計の総額でございますが、第１条記載のとおり６５億１,

４００万円とさせていただくものでございます。前年度、令和６年度当初予算と比較し

ますと９億６,５００万円、１７.４％の増額予算となり、過去最大の予算額となってお

ります。 

 このような予算規模となりましたのは、最終を迎えます多賀スマートインターチェン

ジ整備事業費や災害対応として新たに整備する防災行政無線事業、小学校のトイレ改修

事業、庁舎の空調更新事業が大きな事業費となっていることが要因として挙げられます。 

 第２条の債務負担行為につきましては、７ページの第２表のとおり、令和９年１２月

をもって蛍光ランプの製造、輸出入が廃止されることを受けて、庁舎、学校をはじめと
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する町有１４施設のランプを期限までに効率、効果的にＬＥＤ化するため、令和１４年

度までのリース事業として整備し、その費用をお願いするものです。 

 また、公会計作成支援業務委託料につきましては、従来、単年度契約としていたもの

ですが、複数年契約による経費削減、作業効率もよくなることから令和９年度までの３

年間の費用をお願いするものです。 

 第３条の地方債につきましては、８ページ、第３表のとおり、９事業について地方債

を発行し、借入限度額等を定めるものでございます。 

 第４条は一時借入金、第５条は歳出予算の流用につきまして、例年どおりお願いする

ものになります。 

 それでは、歳入でございますが、１２ページをお願いいたします。 

 まず、一般財源の根幹をなします５款町税でございますが、５項町民税につきまして

は、国における令和７年度の経済見通しからも、国税収入が増収見込みであり、国が示

す地方財政計画においても地方税の増収が見込まれていますことから、法人税を含む町

民税について、前年度比８.４％増、５,３２９万７,０００円の増額、６億８,４７０万

円を計上しております。 

 また、１０項固定資産税につきましては、新築家屋、町内企業の投資状況を鑑み、１

億１００万円の増額、１１億６,４７２万円を計上したものです。 

 結果、町税全体では、前年度比１億５,５６１万円、８.７％増の１９億４,７７３万

７,０００円を見込んでおります。 

 次に、１３ページ下段、１０款地方譲与税から、１５ページ、２３款地方特例交付金

につきましては、令和６年度の決算見込額を参考に増減し、計上させていただいており

ます。 

 特に、１５ページ下段、地方特例交付金につきましては、令和６年度におきましては、

個人住民税について定額減税措置があり、当交付金で相応分の減収補てんがされており

ましたが、令和７年度は定額減税措置がございませんので、住宅ローン減税分のみ計上

し、９００万円の減額となっております。 

 次に、２５款地方交付税につきましては、普通交付税、特別交付税、合わせて１５億

円を計上しております。普通交付税につきましては、令和６年度の交付額、また令和７

年度の税収見込みから堅実な額を見積もり、５,０００万円減額の１２億円、特別交付

税においては、最近の交付状況や対象経費を精査し、１億円増の３億円を見込んでおり

ます。 

 なお、普通交付税に関連する臨時財政対策債は、国税が好調で、平成１３年度に制度

が発足して以来、初めて交付税に係る財源不足は生じないと地方財政計画で示されてお

り、令和７年度の発行額は計上しておりませんので申し添えさせていただきます。 

 １６ページ、４０款分担金及び負担金でございますが、保育園や放課後児童クラブに

係る保護者負担金、高齢者の配食サービス負担金が主となり、それぞれ利用人数により
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増減をしております。放課後児童クラブ保護者負担金以外は負担いただく人数が減って

おり、全体として３,５５０万３,０００円を計上、５０９万６,０００円の減額となっ

ております。 

 ４５款、使用料及び手数料でございますが、使用料につきましては、各施設の使用料

を見積もっております。総額で５２２万１,０００円、前年度とほぼ同額を見込んでお

ります。また、手数料は戸籍や各証明の発行手数料で、こちらも前年度とほぼ同額の５

０７万２,０００円を計上しております。 

 次に、１８ページ、５０款国庫支出金でございますが、総額で５億５,２９５万５,０

００円を計上し、前年度より４,７１５万６,０００円の増額となっております。 

 特に、民生費にございます児童手当国庫負担金につきましては、制度改正がございま

して、約８,４００万円の増額となっており、逆に１９ページ、総務費デジタル基盤改

革支援補助金につきましては、事業進捗により約６,８００万円の減額、１億１,５６２

万３,０００円を計上しております。 

 その下、戸籍情報連携システム、地方税システム改修整備補助金、子ども子育て支援、

妊婦のための支援給付金につきましては、新たに補助を受けるものでございます。 

 そのほか、大きなものとしましては、１９ページ下、教育費国庫補助金につきまして、

小学校費、公立学校情報通信機器整備補助として１,８３６万円、２０ページ、同じく

中学校費、９００万円がございますが、この補助金につきましては、令和３年度より、

小中学校におきまして、児童生徒１人１台パソコンを貸与しておりますが、５年が経過

する令和８年４月に向け、７年度中に更新作業に入るため、その費用について補助を受

けるものでございます。 

 また、２１ページ、中段、教育費国庫交付金では、学校トイレの洋式化への改修費用

や小中学校の体育館の空調設計費に対して、学校施設環境改善交付金等３,９２２万６,

０００円を受け入れるものになっております。 

 次に、５５款県支出金でございますが、総額で３億３,５５０万４,０００円、前年度

より２,２６９万７,０００円の増額となっております。 

 ５項県負担金では大きな増減はございません。 

 ２２ページ下、１０項県補助金では、昨年度、補助を受けました個性輝く自治活動補

助金４５０万円が皆減しておりまして、２３ページ中段やや下、民生費県補助金のうち、

地域子育て支援事業費補助金については１,４８４万６,０００円、約３００万円の増額

となっております。 

 また、２５ページ上段、農林水産業費補助金のうち、団体営農地防災事業補助金は約

１,５００万円の増額、ニホンザル個体数調整推進事業やニホンジカ対策の補助金など、

獣害対策関係の補助金は、合わせて約１５０万円の増額となっております。 

 そのほか、２５ページから２６ページ、教育費のスクールサポ－トスタッフ配置支援

事業補助金は、小・中学校費、合わせて１３５万円の増額となっております。 
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 総務費県委託金では、今年７月執行予定の参議院議員選挙に係る委託金１,０５１万

円が皆増しております。 

 次に、２７ページ下段、６０款財産収入におきましては、例年同様、土地建物の貸付

収入２７９万３,０００円、２８ページ、利子および配当金では、各基金の利子収入５

２万３,０００円を計上しております。 

 ２８ページの中段、６５款寄附金は、ふるさと納税寄付額となりますが、令和６年度

の寄付状況から３,０００万円増額し、２億８,０００万円を計上しております。 

 ７０款繰入金につきましては、一般財源を補うため、財政調整基金から９,５７０万

円を繰入れし、施設改修事業の財源として借入額を抑えられるように、公共施設等維持

管理基金から２,７３０万円を繰り入れるとともに、まちづくり基金につきましては、

前年度積み立てましたふるさと納税分を繰り入れ、寄付者の意向に合わせて各事業に充

当をさせていただいております。 

 ２９ページ中段、７５款繰越金は、前年同様４,０００万円を計上しております。 

 ８０款諸収入でございますが、多くの項目があり、増減がございますが、総額として

３億３４９万３,０００円を計上し、２,７１７万１,０００円の減額となっております。 

 減額の主な要因としましては、３２ページ中段、湖東圏域公共交通活性化協議会返戻

金が５３８万円の減で４２６万円、３３ページ、中段、保育園・こども園に係る施設型

給付費代理受領分が２,０２１万２,０００円の減額となり、総額で１億９,０２３万５,

０００円を計上しております。 

 ３３ページ中段、８５款町債についてですが、令和７年度の発行予定額は８億７,５

００万円と大きな額となりました。うち、３３ページ下、６億２,５５０万円が多賀ス

マートインターチェンジ整備事業に係る起債となっております。また、３４ページ中段、

緊急防災・減災事業債は、防災行政無線整備事業に係るもので、事業費の１００％、１

億４,６６０万円の発行で、交付税措置率は７０％となり、実際の町負担につきまして

は３０％となるものです。 

 今回、総額も大きくなり、予算化に当たりましては、中長期を見通し、健全財政を維

持できるよう、交付税措置率も考慮し、予算化させていただいております。 

 １８７ページ、最後のページですけれども、表右下、令和７年度末の残高見込みは、

５３億２,３６３万５,０００円となる見込みです。 

 今後も財政状況を見ながら、抑制できる起債発行は抑制し、中長期における健全財政

の維持に努めてまいりたいと考えております。 

 以上で歳入の説明を終わります。ご審議賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（菅森照雄君） これより歳入全般についての質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 暫時休憩いたします。 
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（午前１１時５０分 休憩） 

                                        

（午後 １時００分 再開） 

○議長（菅森照雄君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 続いて、歳出全般についての説明を求めます。 

 本多総務課長。 

〔総務課長 本多正浩君 登壇〕 

○総務課長（本多正浩君） 「議案第１７号 令和７年度多賀町一般会計」歳出につきま

して、主要施策、新たな事業を中心にご説明申し上げます。 

 なお、各款にわたります人件費関係につきましては、後ほど給与明細にてご説明いた

したいと存じますので、省略をさせていただきます。 

 初めに、３５ページ、５款議会費をお願いいたします。 

 それでは、３５ページ、５款議会費では、議会運営に必要な経費としまして６,７５

５万２,０００円を計上しております。前年度ほぼ同額となっておりますが、新たに議

会改革の１つとしてデジタル化の取組に着手されるということで、１人１台のタブレッ

ト導入経費として、３７ページ中段、機器借上料４２万７,０００円、備品購入費２３

万９,０００円を計上しております。 

 次に、３７ページからの１０款総務費総額は１１億２,８９５万４,０００円で、約１

億６,７００万円の増額となっております。 

 総務費は、主に総務課、企画課、税務住民課、会計室に係る経費となっております。 

 まず、５項総務管理費、５目一般管理費では３億７,８３９万７,０００円を計上して

おります。 

 特に、４０ページ下、委託料において、ふるさと納税の寄付が好調であり、ふるさと

納税業務委託料を１,４８５万円増額し、１億３,９１７万４,０００円を計上しており

ます。 

 ４２ページ、１０目文書広報費では５６０万７,０００円増額の１,２９４万４,００

０円を計上しております。広報紙の充実のため、印刷製本費を６０万円増額したほか、

１０年ぶりにホームページのリニューアルを図りたく５００万円をお願いするものです。 

 ２０目会計管理費では６１７万４,０００円を計上しております。金融機関に係る振

込振替手数料の見直しにより１００万円増額の２２１万７,０００円を計上したほか、

機器更新のため、機器借上料について増額し、８８万７,０００円を計上しております。 

 ２５目財産管理費では１億８,０８９万６,０００円を計上し、１億５,１０１万９,０

００円の増額となっております。これは４５ページ、庁舎空調設備更新工事費１億５,

０００万円が要因となっております。 

 ４５目企画費は１,３７２万４,０００円増額の１,８７５万円を計上しております。

報償費および次ページの委託料では、第６次多賀町総合計画が５年の見直しを迎えるに
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当たりまして、後期計画を策定する経費や新たな契約システムの導入、企業版ふるさと

納税運営委託料についても皆増していることが増額の要因となっております。 

 ４９ページ下段、４６目町制７０周年事業費では、記念式典の開催費やイベント開催

に係る経費として７５６万４,０００円を計上しております。 

 ５０ページ下段、４７目地方創生費では２,４６７万７,０００円を計上し、３７５万

９,０００円の増額となっております。多賀町への移住・交流促進を強化するため、新

たに定住支援員やふるさとワーキングホリデー事業を実施する経費、地域おこし協力隊

への起業支援に係る経費が新規の経費となっております。 

 ５１ページ中段、５０目集落活動推進費では４６７万１,０００円減の２,８７９万３,

０００円を計上しております。 

 ５２ページ、前年度に予算化しておりましたまちづくり支援事業補助金９００万円が

皆減している一方、新たに既存建築物耐震改修促進計画を策定する費用６００万円を計

上し、耐震改修を推進させていただきたいと考えております。 

 ５５ページ、７５目電子計算費では４,９７２万円減の２億５,５０２万９,０００円

を計上しております。ガバメントクラウド・標準化システム移行の進捗から、中段、電

算構築委託料につきましては、前年度から約６,９００万円減額の１億３,２３９万３,

０００円、また、５６ページ、中段、備品購入費は、職員のパソコン更新費用として１,

４７０万円を計上したものです。 

 ６０ページ、１０項町税費、１０目賦課徴収費では１２１万４,０００円増額の２,０

３６万１,０００円を計上しております。増加要因としましては、中段、評価替え準備

のための不動産鑑定委託料５２１万２,０００円を計上させていただいたことによるも

のです。 

 ６１ページ、１５項戸籍住民基本台帳費、５目戸籍住民基本台帳費では６５０万１,

０００円増額の２,７２０万２,０００円を計上しております。マイナンバーカードの更

新事務や戸籍の振り仮名付与に対応する会計年度任用職員を増員する費用および６３ペ

ージ上段、戸籍振り仮名システムの改修委託料が増額要因となっております。 

 ２０項選挙費では、６４ページ、２０目参議院議員選挙費につきまして、本年７月に

執行が予定されており、１,０５１万１,０００円を計上し、２５項統計調査費では、６

６ページ下段から、１０目指定統計費において、国勢調査の実施年であり、報酬等を増

額し４３０万４,０００円を計上させていただいたものになります。 

 続いて、６８ページ、１５款民生費でございます。総額は１７億７,１７４万２,００

０円で、約３,５００万円の増額となっております。 

 民生費は、主に福祉保健課および教育委員会の保育園、こども園、放課後児童クラブ

などの児童福祉施策に係る経費となっております。 

 ５項社会福祉費、５目社会福祉費では４５７万７,０００円増額の５,７９６万８,０

００円を計上しております。増額要因としましては、社会福祉協議会への補助金を２３
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０万円増額し、１,８４４万６,０００円としたものです。 

 ７３ページ、２０目老人福祉費では４,８８６万円の減額、３,１４３万８,０００円

を計上しております。 

 減額要因は、前年実施しましたシルバー人材センターの新築工事費分が皆減となった

ことによります。 

 なお、７４ページ下、シルバー人材センターの事務所移転により、備品費用等につい

て要望があり、２００万円を追加補助金として１,４００万円を計上しております。 

 ８１ページ、１０項児童福祉費、５目児童福祉総務費は９,１４３万３,０００円増の

２億７,３６５万１,０００円を計上しております。主な増額要因は、８２ページ、新た

に杉の子クラブへの支援で５００万円、８３ページ、児童手当制度改正による手当額が

２億１,４９０万円となり、８,４４５万円増加したためとなっております。 

 ８３ページ、１５目保育所費は１,２３５万円減の４億２,１８５万９,０００円を計

上しております。多賀ささゆり保育園の経費となります。 

 ８６ページ下、新たに空調機器リース料を２５３万６,０００円計上しておりますが、

大規模工事がなく、扶助費については、入所子どもの数が減少しているということもあ

り、総額で２,３４０万円減の１億３,５７６万９,０００円を計上しております。 

 ８８ページ、２０目認定こども園費では４３７万８,０００円減の３億２,６２３万７,

０００円を計上しております。大滝たきのみやこども園および久徳うぐいすこども園の

経費になります。増額分としましては、９１ページ、大滝たきのみやこども園のガスバ

ルク工事費２５７万円８,０００円、９２ページ中段、扶助費においては、保育園同様

減額となり、総額で３２０万円減の９,９８１万２,０００円を計上しております。 

 ２２目子育て支援対策費では１１９万４,０００円の増額となり、７,９１７万６,０

００円を計上しております。子ども家庭応援センターおよび放課後児童クラブの予算に

なります。主な増額要因としましては、放課後児童クラブにおいて、通常時の預かりに

加え、夏休み等の長期休暇時に預かりを希望するご家庭が増加しており、安全にお預か

りをするため、支援員の増員などの対応で、９３ページ中段、報償費については８０万

円の増額で４１９万４,０００円、９４ページ下段、委託料については約３００万円増

額し、３,１５３万７,０００円を計上しております。 

 次に、９５ページ下段、２０款衛生費でございます。総額は３億７,２７７万１,００

０円で、約１,８００万円の増額となっております。 

 衛生費は、福祉保健課の健康・保健部門、および産業環境課のごみ処理費などの経費

となっております。 

 ９８ページ、１０目保健事業費は６２５万７,０００円の増、５,３９９万４,０００

円を計上しております。増額の主な要因は、９９ページ中段、予防接種委託料３,３１

６万１,０００円において、うち新型コロナウイルスワクチン分９３０万円、帯状疱疹

ワクチン分３０万円を新たに予算化したためです。 
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 １０４ページ、１０目塵芥処理費は９９７万３,０００円増額の１億４,６２５万１,

０００円を計上しております。主な増額要因は、収集業務委託料５,４９３万２,０００

円を計上しておりますが、うち日々のごみ収集委託料の見直し、エコステーションの委

託料等で７００万円の増、湖東広域衛生管理組合負担金につきましても３３６万円の増

加となっております。 

 次に、１０６ページ、２５款農林水産業費でございます。総額は３億２,０４０万８,

０００円で、約４,１００万円の増額となっております。 

 農林水産業費は、産業環境課の農林水産業振興に係る経費となっております。 

 １０９ページ、５項農業費、１５目農業振興費では８５８万１,０００円増の２,１９

２万円を計上しております。増額要因としましては、現在、駅前で開催されているもん

ぜん市への支援で、備品購入費１００万円や１１０ページ下段、農業機械購入補助金６

００万円が大きなものとなっております。 

 １１１ページ、３５目土地改良費では２,５０７万２,０００円増額の５,８４８万４,

０００円を計上しております。増額要因としましては、１１２ページ測量設計委託料３,

１００万円で、内訳は大門池耐震詳細調査で２,５００万円、尼子池排水路基本設計６

００万円となっております。 

 １１４ページ、５５目鳥獣害防止対策費では９３万９,０００円増の１,８２７万８,

０００円を計上しております。特に、１１５ページ上、ニホンザル個体数調整委託料を

１８０万円増額し、５５４万円として事業の強化を図るものでございます。 

 １１５ページ、１０項林業費、５目林業総務費は６２０万５,０００円増額の７,１０

０万４,０００円を計上しております。 

 １１７ページ下、施設維持補修工事費５３３万６,０００円につきましては、高取山

ふれあい公園の自然体験宿泊施設の屋根工事を実施するものでございます。 

 １１８ページ、１０目狩猟費は３５万６,０００円増の１,５４５万７,０００円とし、

有害鳥獣駆除委託料を増額しております。 

 １２０ページ、９５目地域再生費は４００万円増額の８７９万６,０００円を計上し

ております。増額要因としましては、地域おこし協力隊を１名追加し、林業事業および

鳥獣害被害防止についてさらなる強化を図りたいと考えております。 

 次に、３０款商工費でございます。総額は５,０１８万２,０００円で、約１７０万円

の減額となっております。 

 商工費は、主に産業環境課所管の商工・観光振興に係る費用となります。３０款商工

費、５項商工費、５目商工振興費は７８万８,０００円の増、２,９４１万９,０００円

を計上しております。 

 １２１ページ下、がんばる商店応援補助金は１５０万円の増、４００万円を計上し、

新規開業される２件を支援したいと考えております。 

 １２２ページ、１５目観光費は２５３万５,０００円減の２,０７６万３,０００円を
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計上しております。前年度の多賀大社へのトイレ改修補助１,０００万円が皆減してお

りますが、新たに地域おこし協力隊を設置する費用や観光ＰＲ動画作成委託を計上し、

さらなる観光振興、誘客促進を図ってまいりたいと考えております。 

 次に、１２４ページ、３５款土木費でございます。 

 総額は９億４８８３万４,０００円で、約５億１,４００万円の増額となっております。

土木費は、主に地域整備課所管の道路、橋梁、河川、企画課の都市計画に係る経費とな

っております。 

 １２６ページ、１０目道路橋梁維持費は６４万１,０００円増の２,８１２万６,００

０円を計上し、道路補修経費や除雪経費等を計上しております。 

 １２８ページ、１５目道路橋梁新設改良費は５億６,９５０万４,０００円増の７億６,

３６６万２,０００円を計上しております。多賀スマートインターチェンジ整備事業が

最終年となり、事業負担金６億９,５００万円を計上し、大きな増額要因となっており

ます。 

 １２９ページ下段、１０項河川費、５目河川総務費は１,０９３万１,０００円増の６,

４１８万９,０００円を計上しております。 

 １３０ページ、県営事業負担金につきまして、急傾斜事業を樋田、大杉、佐目地先で

予定しており、約１,１００万円の増加となっております。 

 １５項都市計画費、５目都市計画総務費は９２万２,０００円減の１,５７８万５,０

００円を計上しております。 

 １３１ページ中段、結いの森公園に係る都市公園管理委託料を精査し、４６８万５,

０００円を計上、新たに都市計画基本図修正委託料７３５万９,０００円を計上してお

ります。 

 次に、４０款消防費でございます。総額は３億４,６８６万６,０００円で、約１億３,

８００万円の増額となっております。消防費は、消防、防災、災害対策の経費となって

おります。 

 ５項消防費、５目常備消防費は４０５万８,０００円の増額で１億４,６５４万７,０

００円を計上しております。彦根市消防の人件費増額分および通信指令装置等の改修費

分が増額要因となっております。 

 １３６ページ、２０目災害対策費は１億４,５８２万９,０００円増の１億５,９７５

万６,０００円を計上しております。長年課題となっておりました防災行政無線整備に

係る経費として、１３７ページ、委託料で１億４,６６０万円や業務継続計画・受援計

画策定費６６０万円を計上し、防災機能、災害対応の強化を図りたいと考えております。 

 次に、１３８ページ、４５款教育費でございます。総額は９億５,７７６万３,０００

円で、約８,３００万円の増額となっております。 

 教育費は、教育委員会、小中学校に係る経費、生涯学習、あけぼのパークに係る経費

となっております。 
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 １４０ページ、５項教育総務費、１５目教育振興費では２,５６２万１,０００円増の

４,５０７万５,０００円を計上しております。増額要因としては、１４１ページ、子ど

もたちの授業での熱中症対策や災害時の避難所機能強化として、小中学校３校の体育館

に空調設備をつけるため、設計委託２,４００万円を計上したものです。 

 また、１４２ページ、学校のインターネット通信環境の調査として、施設改善委託料

２０６万３,０００円を計上しております。 

 また、１４２ページ下、新たにフリースクール利用児童生徒への支援についても２４

万円を予算化させていただいております。 

 １４３ページ、１０項小学校費、５目学校管理費は２,３２１万１,０００円増の３億

２,２７７万１,０００円を計上しております。 

 １４７ページ中段、工事請負費として、多賀小学校、大滝小学校のトイレ改修費とし

て１億１,７１５万５,０００円を計上し、学校環境の改善に取り組んでまいりたいと考

えております。 

 １４７ページ下段、１０目教育振興費は２,８８７万５,０００円増の４,２６７万４,

０００円を計上しております。増額要因は、１４９ページ中段、ＧＩＧＡスクール構想

に伴う１人１台パソコンが更新時期を迎えるための更新、備品購入費で３,１８６万６,

０００円を計上しております。 

 １５項中学校費、５目学校管理費は１億３,３３７万１,０００円で、前年ほぼ同額と

なっており、大規模改修工事の計上はございませんが、次年度に向け、１５２ページ中

段、トイレの洋式化の実施設計委託料３３０万円を計上しております。 

 １５３ページ、１０目教育振興費では１,２５９万７,０００円増の２,３２０万４,０

００円を計上しております。増額要因は小学校費同様、１５４ページ下、生徒１人１台

パソコンの更新費用、備品購入費１,５６２万円を計上したものとなっております。 

 １５５ページ、２５項社会教育費、５目社会教育総務費は１３７万６,０００円増の

４,６１８万４,０００円を計上しております。 

 １５８ページ下、各年で実施交流させていただいております日置市との青少年交流事

業の補助金９０万円が増額となっております。 

 １６１ページ、１５目保健体育費は３７７万１,０００円増の１,１８２万３,０００

円を計上しており、１６３ページ中段、国スポ・障スポに係る負担金２０４万円等が増

額要因となっております。 

 ２０目文化財保護費は５１２万１,０００円減の６,０７２万２,０００円を計上して

おります。 

 １６６ページ中段、敏満寺遺跡史跡整備工事費は１,８４４万７,０００円で増額とな

っておりますが、指定文化財修理補助金につきましては２９４万３,０００円で、前年

比約１,９００万円の減額となっております。 

 １６７ページ、３５目海洋センター費につきましては、１６８ページ上段、トイレ等
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の改修工事費で３０６万円、１６８ページ、４５目スポーツ公園費では、プールや消防

設備の改修、グランドゴルフ場の補修費などで４８２万９,０００円など、施設維持に

必要な経費を計上しております。 

 ５１目あけぼのパーク多賀管理費は２６７万９,０００円増の３,０１９万７,０００

円を計上しております。特に、１７０ページ、消防点検による指摘箇所の施設維持補修

工事費１,０００万円が増加要因となっております。 

 次に、１７６ページ、５５款公債費でございます。元金、利子合わせて４,６７０万

７,０００円の減額となり、４億４４４万４,０００円を計上しております。令和６年度

に実施しました繰上償還もあり、令和７年度の公債費については減額となっております。 

 次に、１７７ページ、６０款諸支出金でございます。１,５２４万１,０００円増の１

億４,０４８万４,０００円を計上しております。各基金の預金利子やふるさと納税額の

２分の１など各基金に積み立てるものでございます。 

 ９０款予備費は、前年と同額の４００万円を計上しております。 

 次に、１７８ページ給与費明細書ですが、７年度につきましては、特別職分でありま

す長等の欄では副町長分が減となり、議員、その他の特別職を合わせて１,２４５万８,

０００円減額の７,７５１万１,０００円となっております。 

 １７９ページ、一般職におきましては、７年度について１０７名分となっております。

今後も職員採用につきましては、行政需要等を考慮し、適切に職員採用を行ってまいり

たいと考えております。 

 総括として、人事院勧告を反映しまして、給与、賞与の引上げのほか、地域手当につ

きましては、新たな手当となっており、合計で４,０７８万９,０００円増の８億１,３

９０万８,０００円となっております。手当等の内訳は表のとおりでございます。１８

０ページ以降において、職員１人当たりの平均給料月額等を記載しております。 

 次に、１８５ページ、会計年度任用職員についてでございますが、１２３名分を計上

しております。総額では、正職員同様、人事院勧告を反映し、１,９６８万１,０００円

増の３億６,６０６万４,０００円となっております。 

 次に、１８６ページ、債務負担行為についてでございますが、過去に議決を頂きまし

た事業、合わせて１１事業につきまして、今後の支出予定額と財源内訳を記載したもの

でございます。 

 １８７ページにつきましては、歳入でも申し上げましたが、地方債の増減の見込み、

また、令和７年度末の残高見込みを記載させていただいております。 

 以上、令和７年度一般会計予算、歳出の提案説明とさせていただきます。ご審議賜り

ますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（菅森照雄君） これより歳出全般についての質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 



－４１－ 

 お諮りします。議案第１７号については、予算特別委員会に付託して審査したいと思

いますが、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１７号は予算特別委員会に付託することに決定しました。 

 なお、予算特別委員会は、別紙の日程表により審査していただき、その経過と結果を

議長まで報告願います。 

                                        

○議長（菅森照雄君） 日程第２３ 「議案第１８号 令和７年度多賀町国民健康保険特

別会計予算について」を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 小菅税務住民課長。 

〔税務住民課長 小菅俊二君 登壇〕 

○税務住民課長（小菅俊二君） 「議案第１８号 令和７年度多賀町国民健康保険特別会

計予算について」、ご説明いたします。 

 平成３０年度より国保の財政運営の責任主体が滋賀県となりましたことから、滋賀県

から示される交付金や国保事業費納付金を基に予算編成を行っております。 

 今回、令和７年度の国保事業費納付金および標準保険料率を基に、滋賀県から示され

る国保事業費納付金の納付に必要な保険税率を設定する必要があるため、平成３０年度

に改正して以来の保険税率改正を踏まえた予算編成を行っております。 

 特別会計予算書の１ページをお願いいたします。 

 令和７年度の多賀町国民健康保険特別会計歳入歳出予算の総額はそれぞれ８億９,４

２０万７,０００円で、前年度比６,３６６万４,０００円、６.６％の減額で予算計上し

ております。令和７年度の被保険者数は、前年度比８０人減の１,３４５人、９１９世

帯で見込んでおります。 

 それでは、事項別明細書で歳入歳出予算の主なものについてご説明いたします。７ペ

ージをお願いします。 

 歳入につきまして、５款の国民健康保険税は、保険税率の改正を踏まえ、医療分、介

護分、後期高齢者支援分の合計１億４,９５７万５,０００円を計上、歳入予算総額の１

６.７％を占めております。 

 ２５款の県支出金につきまして、８ページをお願いします。 

 普通交付金、特別交付金などの合計６億７,５１７万８,０００円を計上、歳入予算総

額の７５.５％を占めています。このうち５節の保険給付費等交付金普通交付金６億５,

１４１万円は、県の国保特別会計から保険給付費として全額支払われるもので、１人当

たりの医療費は増加傾向にあるものの、その割合を上回る被保険者の減少により、医療

機関に支払う保険給付費の減少が見込まれるため、減額としております。 
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 １０節から２０節までの交付金は、特定健診などの保健事業に関する交付金を計上し

ております。 

 ４０款の繰入金は、一般会計からの繰入金として、５節の保険基盤安定繰入金３,８

４１万７,０００円、１５節の事務費繰入金１,９２１万３,０００円を計上しておりま

す。 

 ９ページをお願いします。その他、３０節の未就学児均等割保険料繰入金４２万７,

０００円、３５節の産前産後保険料繰入金２６万円を含め、合計６,４３８万４,０００

円を計上しております。 

 ４５款５項１０目のその他繰越金は、前年度繰越金５００万円を計上しております。 

 歳入の主なものは以上となります。 

 １１ページをお願いします。歳出につきまして、５款５項５目の一般管理費は、職員

２名分の人件費、資格確認書に係る経費として１,６４０万５,０００円を計上しており

ます。 

 １２節の委託料は、各種情報連携に関するデータ標準レイアウトの更新に伴うシステ

ム改修業務、資格確認書台帳の印字内容変更に伴うシステム改修業務のため８８万９,

０００円を計上しております。 

 １２ページをお願いします。１０目の連合会負担金は、国保連合会の運営に係る経費、

事務経費手数料として３５６万円を計上しております。１０項５目の賦課徴収費は、保

険税の賦課徴収事務費として６７万５,０００円を計上しております。 

 １３ページをお願いします。１５項５目の運営協議会費は、国保運営協議会に係る経

費として３回分の１４万９,０００円を計上しております。１０款の保険給付費は、５

項の医療諸費に係る町負担分。 

 １４ページをお願いします。１０項の高額療養費、１５ページをお願いします。１５

項の出産育児諸費、２０項の葬祭諸費を含め、前年比４,５７１万９,０００円の減、６

億５,１４１万円を計上、歳出予算総額の約７２.８％を占めています。１人当たりの医

療費は増加傾向にあるものの、その割合を上回る被保険者数の減少により、医療機関に

支払う保険給付費の減少が見込まれるため、保険給付費は減額としております。 

 ２２款の国民健康保険事業費納付金は、滋賀県が市町から徴収する納付金として、滋

賀県の試算により前年比１,５８６万２,０００円の減、１億９,９１３万８,０００円を

計上しております。５項の医療給付費は１億３,７１３万８,０００円で、前年度比８８

６万２,０００円の減。 

 １６ページをお願いいたします。 

 １０項の後期高齢者支援金等分は４,８００万円で前年度比５００万円の減、１５項

の介護納付金分は１,４００万円で前年度比２００万円の減としております。 

 ２６款５項５目の保健衛生普及費は３８４万５,０００円を計上、前年度比１２万５,

０００円の増額としております。 
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 １７ページをお願いいたします。１８節の負担金補助及び交付金、人間ドック検診補

助金は１４０人分、前年度と同額の２８０万円を計上しております。１０目の特定健診

診査等事業費は１,６７２万３,０００円を計上、前年度比２５万１,０００円の減額と

しております。主な減額は、１２節委託料、特定健診等受診率向上対策事業委託料で、

事業の内容を変更することによるものでございます。 

 １８ページをお願いいたします。１２節の委託料、健診委託料は、健診に係る費用５

８５人分で６２６万７,０００円、特定保健指導事業費委託料は、個人結果説明会に係

る費用２８０人分と特定保健指導に係る費用８０人分で４７６万３,０００円。特定健

診等受診率向上対策事業委託料は、健診時健康測定や特定検診、車両啓発業務など１３

８万３,０００円を計上しております。 

 また、元気アッププロジェクト事業委託料としまして４０万６,０００円を計上し、

健康づくりへの意識の高揚、病気の早期発見、早期治療、また重症化予防につなげてい

きたいと考えております。 

 ３５款の諸支出金は、県支出金返還金１３０万円を含め１８０万１,０００円を計上

しております。 

 令和７年度多賀町国民健康保険特別会計予算についての説明は以上でございます。な

お、本会計の予算案は、２月１７日に開催されました多賀町国民健康保険事業の運営に

関する協議会におきましてご審議いただいておりますことを申し添えさせていただきま

す。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（菅森照雄君） これより質疑を行います。 

 ８番、山口久男議員。 

○８番（山口久男君） 本議案につきましては、総務常任委員会付託予定となっておりま

すので、私、委員外議員ですので、若干の質疑をやらせていただきます。 

 課長の説明、ほぼ理解はできましたけれども、ご承知のように、国民健康保険、国保

は都道府県下が実施をされて、県からの納付金とか、あるいは標準保険料率が県から示

されて、それに基づいて多賀町が予算編成をするというふうになっておりますので、制

約はあるということは承知の上で質問させていただきたいと思います。 

 まず最初に、一般分の国民健康保険税が１,３５５万３,０００円の前年度に比べて増

額になっておりますので、しかも先ほどの説明では、国保加入者が８０人減という説明

でありました。 

 そうなりますと、１人当たりの国保税額が引上げと、これは国保税の税条例の改正の

部分が当然かかって、先ほども質疑したらよかったんやけども、そこでの引上げの額が

なっております。そういう条例が提案されております。大体どの程度国保税が引上げに

なるのか、平均はどうなのか、その辺もし資料があれば答弁をお願いしたいと思います。 

 もう一つは、モデル世帯です。例えば４人家族で、４０歳以下で、年収がいくらぐら

いで、どの程度の保険税になるのかとか、その辺のモデル世帯の国保税額を示していた
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だければと思います。もし分からなければ後でも結構です。 

 まずそれだけ答弁求めます。 

○議長（菅森照雄君） 小菅税務住民課長。 

○税務住民課長（小菅俊二君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

 １点目の１人当たりの保険料はどうなっているのかというご質問にお答えさせていた

だきます。 

 滋賀県が示しています１人当たりの保険料について、各市町で示されているんですけ

ども、多賀町につきましては１３万５,２２２円というふうに示されております。 

 実際に町として徴収させてもらっている費用としまして１１万２,６６７円という形

になっておりまして、その差額としまして２万２,５５５円が低い形になっていますの

で、この２万２,５５５円を引き上げるということを目的に今回、税改正をさせてもら

うものでございます。ということで、１人当たり１３万５,２２２円にするための改正

でございます。 

 ２点目のモデル世帯の算定につきましては、現在、資料作成中で手元に持ち合わせて

おりませんので、でき次第お示しさせていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（菅森照雄君） 山口議員。 

○８番（山口久男君） 引上げ、これは確かに県から納付金を示される、あるいは標準保

険料率を示されると、多賀町としてはそれに制約がありますので、そのために予算編成

をするという、国保税を徴収するということなりますので、今、課長の説明はそのとお

りだと思います。 

 ただ、私いろいろ回ってみますと、社会保険料の負担がものすごいという話をあちこ

ち聞くんです。特に、国保税、国保料これは自営業者が多いですので、今、本当に物価

高騰で生活も大変だと、そういう中で国保税の引上げをされると、本当に生活自体が本

当に成り立たんという方もたくさんおられるということですので、本来ですと値上げ分

を、引上げ分を例えば法定外繰入れをすることができるかどうかは別にして、そういう

ことが必要かなというふうに私、思いましたので、その点についてもう少し検討してい

ただければと思います。 

 それから、給付の方ですけれども、給付が減になっておりますけれども、この給付減

は、これは加入者が８０人減ですけれども、この影響で減として予算を組まれたのか。

医療費の増嵩を前年度比べてどの程度医療費、どの程度を見込んで算出されたのか、そ

の辺についてお聞かせを頂きたいと思います。 

○議長（菅森照雄君） 小菅税務住民課長。 

○税務住民課長（小菅俊二君） ただいまのご質問にお答えさせていただきます。 

 保険給付費の算出の内容についてということですが、そちらにつきましては、１人当

たりの医療費につきましては増加傾向にあるんですけども、今、議員さんおっしゃいま
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したように、被保険者の減少、団塊の世代の方が７５歳を迎えて後期高齢医療制度に移

行された。 

 また、社会保険の適用の拡大がありますから、その事業者に勤めておられる職員さん

が国民健康保険から社会保険に移られるということを踏まえて、８０人減という形で算

定させてもらって、それを基に医療費を算定させていただいたところ、医療費がその影

響で減になるという形で算出させていただいております。 

 以上でございます。 

○議長（菅森照雄君） ８番、山口久男議員。 

○８番（山口久男君） １人当たりの医療費は前年度と変わりませんという答弁だったか

なと思いますけれども、そうなりますと、例えば納付金、県に納める納付金が、１億３,

７００万円余りと、前年度よりちょっと減っているんですけれども、これは医療費の分

をどのように見ているんですか、滋賀県は。滋賀県というか、多賀町に対して納付金１

億３,７００万円を納付せよというふうになっておりますけれども、この算出根拠はど

うなっていますか。 

○議長（菅森照雄君） 小菅税務住民課長。 

○税務住民課長（小菅俊二君） ただいまのご質問にお答えします。 

 保険給付費は医療費のどこを根拠にされているかというところについては、資料を持

ち合わせておりませんので、そちらについても、分かり次第お答えさせてもらいたいと

考えております。資料を持ち合わせておりませんので、申し訳ございません。 

○議長（菅森照雄君） 小菅課長、すぐ分かりますか。 

○８番（山口久男君） 議長、また総務委員会ありますので、また資料出してください。 

 確かに難しいんです、これは。ただ、そういう根拠に基づいて普通、予算編成します

ので、できましたらそういう資料を議会前に提出をしていただくと質疑の材料になりま

すので。そういうふうに言われますと、あともう質疑が続きませんので、ひとつよろし

くお願いします。総務委員会に出していただいたら結構です。 

○議長（菅森照雄君） 山口議員、総務委員会のときでよろしいですか。山口議員は委員

外議員なんで、そのときの資料は後で配布していただいてよろしいですか。では課長、

総務委員会のときによろしくお願いします。 

 ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 お諮りします。議案第１８号については、会議規則第３９条第１項の規定により、総

務常任委員会に付託して審査したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１８号は総務常任委員会に付託することに決定しました。 
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○議長（菅森照雄君） 日程第２４ 「議案第１９号 令和７年度多賀町介護保険事業特

別会計予算について」を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 林福祉保健課長。 

〔福祉保健課長 林優子君 登壇〕 

○福祉保健課長（林優子君） 「議案第１９号 令和７年度多賀町介護保険事業特別会計

予算」につきまして、ご説明申し上げます。 

 特別会計予算書の２９ページをお願いいたします。 

 令和７年度の予算編成に当たりましては、第９期介護保険事業計画および令和６年度

の途中実績を基に、介護認定区分による給付の対象者数、介護サービスおよび介護予防

サービスの利用推計、地域支援事業等を勘案して見積もり、第１条にありますとおり、

予算の総額は、歳入歳出それぞれ８億８,０８６万３,０００円を計上いたしました。前

年度の予算総額に比較しまして、２,０８３万４,０００円、率にして２.４％の増額予

算となっております。 

 また、第２条、地方自治法第２１４条の規定にありますように、債務負担行為につい

ての事項、期間および限度額は、３４ページにあります第２表債務負担行為のとおりで

ございます。 

 債務負担行為につきましては、老人保健福祉計画および介護保険事業計画改定業務委

託料につきまして、令和７年度は基礎調査を、令和８年度には計画の策定を予定してお

りまして、２年間で総額７００万円の範囲内で負担するものでございます。 

 それでは、歳入歳出予算事項別明細書により、主な内容についてご説明をさせていた

だきます。 

 予算書３７ページをお願いいたします。まず、歳入からご説明申し上げます。 

 ５款介護保険料の第１号被保険者保険料は、６５才以上の第１号被保険者の方々から

徴収する保険料で、前年度より１２人減少の２,４２４人分、８７万８,０００円減額の

１億７,４４２万５,０００円を見込んでいます。 

 １５款国庫支出金につきましては、介護給付費負担金としまして、介護給付費に対し

ての在宅分２０％と施設分１５％の負担率で計上しており、１億４,４３１万２,０００

円、１０項国庫補助金は、調整交付金と、３８ページに移りまして、地域支援事業の交

付金に加え、保険者機能強化推進交付金や介護保険保険者努力支援交付金などを合わせ

て、総額で５,８９５万３,０００円を見込んでおります。 

 ２０款支払基金交付金は、第２号被保険者の保険料を受け入れるもので、介護給付費

分および地域支援事業費分のそれぞれ事業費の２７％分に相当し、合計２億２,０３３

万１,０００円を計上しております。 

 ３９ページをお願いいたします。 



－４７－ 

 ２５款県支出金の介護給付費県負担金は在宅１２.５％、施設１７.５％相当分を計上

しておりまして１億１,６１９万４,０００円、１５項県補助金は地域支援事業交付金の

介護予防・日常生活支援総合事業とそれ以外の交付金を合わせまして６７６万７,００

０円を計上しております。 

 ３０款繰入金につきましては、一般会計からの繰入金として、介護給付費に対して町

負担分１２.５％相当分の９,９０８万５,０００円、その他、事務費繰入金と、４０ペ

ージに移りまして、地域支援事業繰入金、低所得者保険料軽減繰入金を合わせまして、

合計１億４,７３７万１,０００円を計上いたしました。 

 １０項基金繰入金の介護給付費準備基金繰入金につきましては１,１８０万円を繰入

れいたします。 

 それでは、４１ページをお願いいたします。 

 ３５款諸収入、１５目雑入の６７万５,０００円は、介護予防・生活支援サービス事

業による参加者負担金でございます。 

 続きまして、４２ページからの歳出についてご説明いたします。 

 ５款総務費、５項総務管理費につきまして、主なものは、職員の人件費と第１０期介

護事業計画改定業務委託料などで３３２万５,０００円増額の１,０３７万５,０００円

を計上しております。 

 ４３ページから４４ページの１５項介護認定審査会費につきましては、主には５人の

審査会委員と介護認定調査員の報酬および主治医意見書の手数料で、合計４８９万１,

０００円を計上しております。 

 ４５ページをお願いいたします。１０款介護給付費、５項介護サービス等諸費につき

ましては、令和５年度から令和６年度の給付実績の傾向を基に、デイサービスや短期入

所、訪問介護などのサービス給付費である５目居宅介護サービス給付費は、令和６年度

よりも３,５００万円増額の２億７,５００万円を計上いたしました。 

 １２目地域密着型介護サービス給付費は、認知症のグループホームや小規模多機能型

介護サービスなどの給付費で１億１,２００万円、１５目施設介護サービス給付費は、

特別養護老人ホームなど施設利用の給付費で１,５００万円減額の３億２,０００万円、

４６ページに移りまして、３５目居宅介護サービス計画給付費は１００万円増加の３,

８００万円を計上いたしました。 

 介護サービス等諸費合計は、前年度と比較しまして１,７００万円の増額となり、７

億４,８２０万４,０００円を計上しており、歳出予算総額の約８５％を占めております。 

 ７項介護予防サービス等諸費につきましては、要支援認定者に提供する介護予防サー

ビスであるデイケアや福祉用具のレンタル、住宅改修費などの介護予防の給付費等の合

計で、４７ページに移りまして５４０万４,０００円を計上しております。 

 ２０項高額介護サービス費につきましては、介護と予防と合わせて、４８ページに移

りまして１,８５８万円でございます。 
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 ２３項高額医療合算介護サービス等費は、介護と予防と合わせて３５５万円、２５項

市町村特別給付費、こちらは多賀町で紙おむつの給付を実施している事業で、前年度よ

りも７０万円増額の５２０万円で計上しております。 

 ４９ページをお願いいたします。３０項特定入所者介護サービス等費は、低所得者の

要介護認定者が施設サービスを利用したときに、食費や居住費について限度額を超えた

分を補足給付するもので、前年度よりも７００万円減額し、介護予防分との合計で２,

５０５万２,０００円を計上しております。 

 １７款地域支援事業費、１０項介護予防生活支援サービス事業費につきましては、介

護予防通所型事業の委託料や負担金が主なもので、５０ページの合計１,２３７万２,０

００円を計上しております。 

 １５項一般介護予防事業費につきましては、６５歳以上の方なら誰でも参加できる介

護予防教室などの委託料が主なもので、７６万９,０００円増額の４０１万５,０００円

を計上しております。 

 ２０項包括的支援事業費・任意事業費につきましては、まず、地域包括支援センター

の運営費についてですが、主なものは職員の給与等で９１２万７,０００円増額の２,８

７３万４,０００円を計上しております。 

 令和７年度からは、はつらつシニアプランに基づき、新たに作業療法士を配置し、高

齢者の暮らしや健康、介護にわたる多様な総合相談に対応できるよう、また、介護予防

の取組として、地域づくりなどに取り組み、さらに地域包括支援センターの機能の充実

を図ります。 

 ５３ページをお願いします。在宅医療、介護連携推進事業費につきましては、湖東圏

域で取り組んでいる負担金としまして１７９万６,０００円を、また、４０目生活支援

体制整備事業につきましては、社会福祉協議会へ地域支え合いの体制整備事業について

の委託料５００万円、４５目認知症総合支援事業につきましては、豊郷病院に認知症初

期集中支援チームを委託しているもので４４６万１,０００円、地域支援事業費は合計

で４,１１８万６,０００円を計上しております。 

 令和７年度も介護予防事業の拡充を図り、元気な高齢者であるはつらつシニアの増加

を目指し、また、介護が必要になったときにも安心して必要な支援が受けられるよう取

り組んでまいります。 

 説明は以上でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（菅森照雄君） これより質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 お諮りします。議案第１９号については、会議規則第３９条第１項の規定により、総

務常任委員会に付託して審査したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 
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○議長（菅森照雄君） 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１９号は総務常任委員会に付託することに決定しました。 

                                        

○議長（菅森照雄君） 日程第２５ 「議案第２０号 令和７年度多賀町後期高齢者医療

事業特別会計予算について」を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 小菅税務住民課長。 

〔税務住民課長 小菅俊二君 登壇〕 

○税務住民課長（小菅俊二君） 「議案第２０号 令和７年度多賀町後期高齢者医療事業

特別会計予算について」、ご説明いたします。 

 特別会計の予算書６５ページをお願いします。 

 令和７年度の多賀町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出予算の総額は、それぞれ１

億３,９５６万９,０００円で、前年度比４４１万９,０００円、３.３％の増額で予算計

上しております。令和７年度の被保険者数は、前年度比６０人増の１,５００人で見込

んでおります。 

 それでは、事項別明細書で歳入歳出予算の主なものについてご説明いたします。 

 ７０ページをお願いします。 

 歳入につきまして、５款の後期高齢者医療保険料は、滋賀県後期高齢者医療広域連合

の試算を基に算定し、特別徴収、普通徴収合わせて１億４２８万８,０００円を計上、

歳入予算総額の７４.７％を占めています。 

 １５款の繰入金は一般会計からの繰入金として、５目の事務費繰入金７６０万２,０

００円、１０目の保険料軽減措置に係る保険基盤安定繰入金２,７５０万５,０００円の

合計３,５１０万７,０００円を計上しております。 

 ７１ページをお願いします。２０款１０項の償還金および還付加算金は、５節の保険

料還付金、１０節の還付加算金とも前年度同様、合計１７万円を計上しております。 

 歳入の主なものは以上になります。 

 ７２ページをお願いします。歳出につきまして、５款５項５目の一般管理費は、職員

１名分の人件費、資格確認書の交付や給付に係る申請受付などの事務経費として７５１

万４,０００円を計上しております。１０項５目の徴収費は、保険料の徴収事務費とし

て８万８,０００円を計上しております。総務費全体では前年比６３万７,０００円の増

額となっております。 

 ７３ページをお願いします。１０款の後期高齢者医療広域連合納付金は、保険料分や

保険基盤安定繰入分を負担金として納付するもので、前年度比３７８万２,０００円の

増、１億３,１７９万７,０００円を計上、歳出予算総額の約９４.４％を占めておりま

す。医療費は増大傾向にあり、県全体で前年度比５.３％増で見込んでおります。 

 令和７年度多賀町後期高齢者医療事業特別会計予算の説明は以上でございます。ご審
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議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（菅森照雄君） これより質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 お諮りします。議案第２０号については、会議規則第３９条第１項の規定により、総

務常任委員会に付託して審査したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 異議なしと認めます。 

 よって、議案第２０号は総務常任委員会に付託することに決定しました。 

                                        

○議長（菅森照雄君） 日程第２６ 「議案第２１号 令和７年度多賀町育英事業特別会

計予算について」を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 谷川教育総務課長。 

〔教育総務課長 谷川嘉崇君 登壇〕 

○教育総務課長（谷川嘉崇君） 「議案第２１号 令和７年度多賀町育英事業特別会計予

算について」、ご説明申し上げます。 

 特別会計予算書７９ページをお願いいたします。令和７年度多賀町育英事業特別会計

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３５３万３,０００円とし、前年比５０万１,

０００円の減額予算とさせていただいております。 

 それでは、事項別明細書によりご説明させていただきます。 

 ８４ページをお願いいたします。歳入から説明させていただきます。 

 ５款財産収入、利子及び配当金６０万８,０００円は、多賀町育英基金に係る利子収

入および令和４年度に寄付により取得しました有価証券の配当金を見込んでおり、前年

比１２万３,０００円の増額となっております。 

 次に、１０款繰越金は、令和６年度からの繰越金１,０００円を見込んでおります。 

 ２０款繰入金、基金繰入金では、主に奨学資金給付金に充当するほか、事業に必要な

支出に充当するため、多賀町育英基金より２９２万４,０００円を繰り入れるものでご

ざいます。 

 続きまして、歳出についてご説明させていただきます。８５ページをお願いいたしま

す。 

 ５款総務費、一般管理費８万９,０００円は、年間２回の運営委員会開催に係る経費

として、報酬の発生する委員７名分の報酬７万７,０００円と、文書郵送に係る経費と

して切手代、通信運搬費１万２,０００円を計上しております。 

 次に、奨学費では、奨学資金給付費として３４４万４,０００円を計上させていただ

き、前年と比較して５０万４,０００円の減額としております。支給計画人数につきま
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しては、高校生が１９名、大学生および専門学校生を合わせまして１１名、合計３０名

分として、令和６年度の実績ベースに対し、プラス８名を見込んでおります。 

 なお、本予算案につきましては、去る２月１４日に開催しました多賀町育英資金運営

委員会でご審議いただき、ご承認を頂いておりますことを申し添えさせていただきます。 

 以上、提案説明とさせていただきます。ご審議賜りますようよろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（菅森照雄君） これより質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 「議案第２１号 令和７年度多賀町育英事業特別会計予算について」は、原案のとお

り決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（菅森照雄君） ご着席ください。起立全員であります。よって、議案第２１号は

原案のとおり可決されました。 

 暫時休憩をします。 

 再開は議場の時計で２時３０分とします。 

（午後 ２時１４分 休憩） 

                                        

（午後 ２時３０分 再開） 

○議長（菅森照雄君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 その前に、先ほどの山口議員からの質問に対し、税務住民課長より答弁の申出があり

ましたので、これを許可します。 

 小菅税務住民課長。 

○税務住民課長（小菅俊二君） 先ほど山口議員から頂きましたご質問についてお答えさ

せていただきます。 

 １点目のモデル世帯につきましては、現在、資料作成中でございますので、でき次第

お示しさせていただきます。 

 ２点目の国民健康保険事業費納付金の算出される根拠ということで、ご質問について

お答えさせていただきます。 

 まず、納付金の算出根拠としまして、歳出を出していきます。その歳出は、県全体で

必要な費用としまして、医療費、出産育児一時金、葬祭費、こちらが算出されてきます。

これが歳出でございます。そこから歳入ということで、県全体に交付されます公費を引
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いていきます。それが県全体の納付金という形で出てきます。そこから各市町の所得水

準や被保険者数、世帯数、収納状況に応じて分配ということで、それを計算させていた

だいて、各市町の納付金が算出されます。 

 それは、各市町の保険料徴収実績に応じて精算、調整されて、納付金が算定されると

いう流れになっております。 

 なお、医療費につきましては仮算定の状態ですが、令和５年６月から令和６年の５月

までの年度をまたいだ１年分の実績を基礎としまして、過去２年間、実績費としまして、

そちらの伸び率により推計されているということでございます。 

 以上でございます。 

                                        

○議長（菅森照雄君） それでは、日程第２７ 「議案第２２号 令和７年度多賀町多賀

財産区管理会特別会計予算について」、日程第２８ 「議案第２３号 令和７年度多賀

町大滝財産区管理会特別会計予算について」、日程第２９ 「議案第２４号 令和７年

度多賀町霊仙財産区管理会特別会計予算について」は、関連がありますので、一括議題

といたします。 

 ３案について、提案理由の説明を求めます。 

 本多総務課長。 

〔総務課長 本多正浩君 登壇〕 

○総務課長（本多正浩君） 「議案第２２号 令和７年度多賀町多賀財産区管理会特別会

計予算」につきまして、ご説明申し上げます。 

 特別会計予算書８７ページをお願いいたします。 

 令和７年度の歳入歳出予算の総額は、第１条記載のとおり１３万７,０００円で、前

年度と比較し１,０００円の減額としております。 

 それでは、事項別明細書で説明させていただきます。 

 ９２ページをお願いいたします。まず、歳入でございますけれども、５款の財産収入

は、基金利子として１,０００円、１０款の繰越金は、前年度からの繰越金１万円を見

込んでおります。 

 １５款の諸収入は、預金利子として１,０００円を計上し、２０款の繰入金につきま

しては１２万５,０００円を基金から繰り入れ、財源充当しております。 

 続いて、９３ページの歳出でございますが、５款５項５目の区議会費は、５人の委員

報酬と管理会の運営経費で、食糧費を１,０００円減額、前年から１,０００円減の１０

万円を計上しております。 

 次に、１０款５項５目の財産管理費では、山林監視員の報償費や現地確認時の傷害保

険料、借地料等合わせまして３万７,０００円として、前年度と同額を計上させていた

だいております。 

 次に、「議案第２３号 令和７年度多賀町大滝財産区管理会特別会計予算」につきま
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して、ご説明申し上げます。 

 同じく、９７ページをお願いいたします。歳入歳出予算の総額は、第１条記載のとお

り９７万５,０００円とし、前年度と比べ９万４,０００円の減額としております。 

 １０２ページをお願いいたします。歳入では、１５款財産収入は基金利子として利率

見直しを見込み３,０００円、２０款繰越金では、前年度からの繰越金３２万１,０００

円を見込んでおります。 

 また、２５款諸収入では、普通預金利子として１,０００円、３０款繰入金では６５

万円を基金から繰り入れ、財源充当しております。 

 続いて、１０３ページから１０４ページの歳出でございます。 

 ５款５項５目の区議会費では、７人の委員報酬と管理会の運営経費として１１万９,

０００円を計上しており、３万９,０００円の減額としております。これは、会議の回

数につきまして、ここ最近の開催状況から開催の回数につきまして、３回から２回に減

らしたことが要因となっております。 

 １０款５項５目の財産管理費では、山林作業に係る報償費や委託料のほか、借地料な

ど財産管理に要する経費として、合わせて７５万６,０００円を計上しておりますが、

こちらについても、最近の状況からみて作業等の出役回数を減らしましたことから、前

年度と比較して５万５,０００円の減額とさせていただいております。 

 ９０款予備費につきましては、前年と同額の１０万円でございます。 

 続きまして、「議案第２４号 令和７年度多賀町霊仙財産区管理会特別会計予算」に

つきまして、ご説明申し上げます。 

 １０７ページをお願いいたします。令和７年度の歳入歳出予算の総額は、第１条記載

のとおり１１万８,０００円で、前年度と同額としております。 

 １１２ページをお願いいたします。歳入でございますが、５款分担金および負担金は、

令和７年度におきましても、前年度と同様５万５,０００円の地元負担金を拠出いただ

く予算としております。また、１０款財産収入では、立木の売払い収入として１,００

０円、１５款の繰越金として、前年度からの繰越金６万１,０００円を見込み、２０款

諸収入として預金利子１,０００円を計上しております。 

 続いて、歳出でございますが、１１３ページ、５款５項５目の一般管理費では、５人

の委員報酬と管理会の運営経費を見積もっております。ここ数年の実績を見まして７万

８,０００円を計上し、１０款の財産管理費では、監視員報償費など、昨年度と同額の

４万円を計上しております。 

 最後になりましたが、多賀および霊山財産区につきましては去る２月１２日に、大滝

財産区につきましては去る２月２５日に会議を開き、今回提出させていただきました予

算案について同意を頂いておりますので、申し添えさせていただきます。 

 以上、提案説明とさせていただきますので、ご審議賜りますようよろしくお願い申し

上げます。 



－５４－ 

○議長（菅森照雄君） これより３案についての質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これより「議案第２２号 令和７年度多賀町多賀財産区管理会特別会計予算につい

て」の討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） これで討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 「議案第２２号 令和７年度多賀町多賀財産区管理会特別会計予算について」は、原

案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（菅森照雄君） ご着席ください。起立全員であります。よって、議案第２２号は

原案のとおり可決されました。 

 これより、「議案第２３号 令和７年度多賀町大滝財産区管理会特別会計予算につい

て」の討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 「議案第２３号 令和７年度多賀町大滝財産区管理会特別会計予算について」は、原

案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（菅森照雄君） ご着席ください。起立全員であります。よって、議案第２３号は

原案のとおり可決されました。 

 これより、「議案第２４号 令和７年度多賀町霊仙財産区管理会特別会計予算につい

て」の討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 「議案第２４号 令和７年度多賀町霊仙財産区管理会特別会計予算について」は、原

案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（菅森照雄君） ご着席ください。起立全員であります。よって、議案第２４号は

原案のとおり可決されました。 

                                        

○議長（菅森照雄君） 日程第３０ 「議案第２５号 令和７年度びわ湖東部中核工業団

地公共緑地維持管理特別会計予算について」を議題とします。 



－５５－ 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 野村産業環境課長。 

〔産業環境課長 野村博君 登壇〕 

○産業環境課長（野村博君） 「議案第２５号 令和７年度びわ湖東部中核工業団地公共

緑地維持管理特別会計予算」につきまして、ご説明申し上げます。 

 多賀町特別会計予算書および説明書では、１１５ページからとなります。 

 本議案、びわ湖東部中核工業団地公共緑地維持管理特別会計は、びわ湖東部中核工業

団地内における植樹帯や法面などの公共緑地の草刈り作業、支障木の伐採のほか、街路

灯の維持管理に要する費用などを計上する特別会計予算であります。その主な財源はび

わ湖東部中核工業団地公共緑地維持管理基金からの繰入額を充て各事業を実施するもの

で、令和７年度予算は、１１５ページ、第１条に記載のとおり、歳入歳出の総額は、歳

入歳出それぞれ８０５万４,０００円を計上させていただいております。 

 それでは、事項別明細書にて歳入からご説明をさせていただきます。予算書１２０ペ

ージをお願いいたします。 

 ５款財産収入では、基金利子として１０万１,０００円を見込み、１５款繰入金では、

びわ湖東部中核工業団地公共緑地維持管理基金より７９５万２,０００円を繰り入れ、

２０款繰越金では、前年度繰越金として１,０００円を計上しております。 

 続きまして、歳出をご説明させていただきます。予算書１２１ページをお願いいたし

ます。 

 ５款総務費、１０目公共緑地維持管理費、１０節需用費では、工業団地内の街路灯な

どの修繕料として２０万円、１２節委託料では、工業団地内の歩道、植樹帯、法面、遊

歩道などの公共緑地の草刈り作業や街路樹の剪定作業、支障木の伐採処理作業として６

７７万６,０００円、１７節備品購入費では、新たに除草機械２台分の１０７万８,００

０円を計上しております。令和６年度当初予算額より１１９万２,０００円の減となっ

ております。主な要因は、作業効率の向上を目的とする除草機械の導入に伴い、委託費

用の削減が可能と見込んだことによるものでございます。 

 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（菅森照雄君） これより質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 お諮りします。議案第２５号については、会議規則第３９条第１項の規定により、産

業建設常任委員会に付託して審査したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 異議なしと認めます。 

 よって、議案第２５号は産業建設常任委員会に付託することに決定しました。 

                                        



－５６－ 

○議長（菅森照雄君） 日程第３１ 「議案第２６号 令和７年度多賀町水道事業会計予

算について」を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 飯尾地域整備課長。 

〔地域整備課長 飯尾俊一君 登壇〕 

○地域整備課長（飯尾俊一君） 「議案第２６号 令和７年度多賀町水道事業会計予算に

ついて」、ご説明申し上げます。 

 議案書の１２３ページをお願いいたします。 

 令和７年度の水道業務の予定量は、第２条記載のとおり、給水戸数３,２０４戸、年

間総給水量１３６万８,８０６㎥、１日平均給水量３,７５０㎥、１日最大給水量５,５

８５㎥、主な建設改良事業としましては、老朽管の更新事業に５,０００万円、舗装復

旧事業に４,４７７万円を予定しております。 

 第３条記載の収益的収入及び支出の予定額につきましては、収入で３億６,３６４万

８,０００円、支出では３億３,１１６万７,０００円とし、収支差引き３,２４８万１,

０００円の利益を見込んでいます。 

 予算書１２４ページをお願いします。 

 第４条記載の資本的収入及び支出につきましては、資本的収入の総額を令和６年度よ

り１,０４０万円増の６,１５０万円、資本的支出の総額を５７６万６,０００円増の２

億３,９７３万３,０００円とし、その不足額は消費税および地方消費税資本的収支調整

額および損益勘定留保資金で補てんするものであります。 

 第５条の企業債の限度額は、建設改良事業として令和６年度に対し１,０００万円増

の６,０００万円、第６条では一時借入金の限度額を５,０００万円とし、第７条では予

算を流用することができる経費を、第８条では議会の議決を経なければ流用することが

できない経費として職員給与費２,５９６万４,０００円とそれぞれ定めております。 

 第９条の他会計からの補助金では、起債償還のために、元利償還額の３分の１相当分

の５,０９２万６,０００円を一般会計から繰り入れる予定です。 

 第１０条の棚卸しの資産購入限度額は、材料に３００万円、量水器に１３８万円の合

計４３８万円と定めております。 

 それでは、予算計画説明書にて説明させていただきます。 

 予算書１３４ページをお願いします。 

 収益的収入からご説明させていただきます。水道事業収益の総額を３億６,３６４万

８,０００円といたしまして、主な収入は、営業収益２億７,８２０万２,０００円とし、

そのうち水道使用料は、前年度より２３万１,０００円増の２億６,６１３万８,０００

円、他会計負担金では、消火栓維持管理費としまして５７８基分の１,１５６万円を見

込んでおります。 

 営業外収益の他会計補助金では、起債の元利償還金１億５,２７７万６,０００円の３



－５７－ 

分の１相当分５,０９２万６,０００円を一般会計より受け入れ、長期前受金戻入としま

して、繰延収益の収益化のため３,３８５万円の収入を予定しております。 

 予算書１３５ページの収益的支出につきましては、水道事業費用の総額を３億３,１

１６万７,０００円といたしまして、主な支出は、１目営業費用の原水および浄水費で

は、浄水処理施設の保守点検管理や原水水質検査費用などの委託料としまして３,１０

８万円、取水ポンプ、送水ポンプの動力費としまして２,４００万円を計上しておりま

す。 

 ２目の配水および給水費では、１３６ページの上段の量水器検針委託料、浄水水質検

査委託料など総額１,３５９万１,０００円。 

 ４目総係費では、職員３名の給料、手当、法定福利費等に加え、１３７ページの委託

料では、設計積算単価の資料作成としまして１２６万５,０００円などの経費を計上し、

総係費全体としましては、前年度から１,００９万８,０００円増の３,２１１万２,００

０円を計上しております。 

 予算書１３８ページの５目減価償却費では、建物や構築物など固定資産減価償却費と

して１億６,７００万円を計上し、２項営業外費用では、企業債利息として３,３８５万

７,０００円を計上しております。 

 予算書１３９ページをお願いします。資本的収入では、その総額を６,１５０万円と

しまして、その主なものは３項企業債で、老朽管の更新と舗装本復旧に要する費用とし

て、前年度に対し１,０００万円増の６,０００万円を計上しました。 

 予算書１４０ページの資本的支出では、その総額を２億３,９７３万３,０００円とし、

水道改良費として水源地整備委託料のほか、工事請負費では多賀地区での老朽管更新事

業や䬞崎地区ほかでの舗装本復旧工事に要する費用としまして、前年度より６３９万５,

０００円増の１億２,０８１万４,０００円を計上しております。 

 企業債の償還金では、老朽管の更新や施設改修のため借り入れた企業債の償還に要す

る費用としまして、前年度より８０万１,０００円増の１億１,８９１万９,０００円を

計上しております。 

 予算書１４７ページをお願いします。企業債残高見込額では、令和７年度末現在とし

て、令和６年度末に対しまして５,８９１万９,０００円減の２４億１,０１３万９,００

０円となる見込みでございます。 

 以上、説明とさせていただきますので、ご審議賜りますようよろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（菅森照雄君） これより質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 お諮りします。議案第２６号については、会議規則第３９条第１項の規定により、産

業建設常任委員会に付託して審査したいと思いますが、ご異議ありませんか。 



－５８－ 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 異議なしと認めます。 

 よって、議案第２６号は産業建設常任委員会に付託することに決定しました。 

                                        

○議長（菅森照雄君） 日程第３２ 「議案第２７号 令和７年度多賀町下水道事業会計

予算について」を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 飯尾地域整備課長。 

〔地域整備課長 飯尾俊一君 登壇〕 

○地域整備課長（飯尾俊一君） 「議案第２７号 令和７年度多賀町下水道事業会計予算

について」、ご説明申し上げます。 

 予算書１４９ページをお願いします。 

 令和７年度の下水道業務の予定量は、第２条記載のとおり、処理区域内人口７,０１

９人、年間処理水量１６０万１,３１３㎥、１日平均処理水量４,３８７㎥、主な建設改

良事業としましては、管渠整備事業２,７４０万円と処理場整備事業８１６万２,０００

円を予定しております。 

 第３条の収益的収入及び支出の予定額につきましては、収入で５億４,３０３万７,０

００円、支出では５億３,８８６万７,０００円とし、収支差引き４１７万円の利益を見

込んでいます。 

 予算書１５０ページをお願いいたします。 

 第４条記載の資本的収入及び支出の予定額につきましては、資本的収入の総額を１億

５,１９１万２,０００円、資本的支出の総額を３億３５６万５,０００円とし、その不

足額は、消費税および地方消費税資本的収支調整額および損益勘定留保資金で補てんす

るものとなります。第５条では債務負担行為として、下水道審議会支援業務委託料の支

払いは、令和７年度から令和８年度までの２年間で限度額を６００万円とするものであ

ります。 

 予算書１５１ページをお願いします。 

 第６条では、企業債の限度額について、下水道事業債が２,２４０万円、流域下水道

事業債が２,１１０万円、資本費平準化債が９,０００万円としております。第７条では

一時借入金の限度額を５,０００万円とし、第８条では予算を流用することができる経

費を営業費用、営業外費用、特別損失の各項に係る経費と定め、第９条では議会の議決

を経なければ流用することができない経費を職員給与費１,３０６万９,０００円として

おり、第１０条の他会計からの補助金では、事業の資本確保のため１億１６３万８,０

００円を一般会計から受け入れる予定であります。 

 それでは、予算計画説明書にて説明させていただきます。 

 予算書１６１ページをお願いいたします。 



－５９－ 

 収益的収入からご説明させていただきます。下水道事業収益では、営業収益３億１,

３０９万９,０００円のうち、下水道使用料としまして３億９２７万６,０００円を見込

んでおり、前年度に対し１,４４１万７,０００円の減としております。営業外収益の他

会計補助金では、９,８００万円を一般会計より受け入れ、長期前受金戻入としまして

１億１,７１７万５,０００円の収入を予定しております。 

 予算書１６２ページをお願いします。 

 収益的支出では、１項営業費用の主なものとして、１目管渠費では、管渠清掃やポン

プ場管理、ストックマネジメント策定業務など施設等の維持管理経費として５,００８

万５,０００円を計上しております。 

 ２目処理場費では、農業集落排水事業処理場、その他の施設稼働のための経費として

１,９８４万円を計上しております。 

 予算書１６４ページの４目流域下水道維持管理負担金では１億４,０２４万３,０００

円とし、５目減価償却費では２億７,２１５万６,０００円を計上しております。 

 ２項営業外費用の主なものとして、１目支払利息及び企業債取扱諸費では、企業債利

息として３,１３４万２,０００円を計上いたしました。 

 予算書１６５ページの資本的収入の主なものとして、１項企業債として１億３,３５

０万円、２項他会計出資金として１,０００万円、３項補助金では会計システム更新業

務や舗装本復旧工事、さらに佐目処理施設維持補修に対する補助金として８３０万円を

計上しております。 

 予算書１６６ページの資本的支出では、１項１目管渠整備事業費として、管渠整備事

業費の工事請負費ほかを２,７４０万円とし、２目処理場整備事業費では、農業集落排

水施設の設備更新事業の工事請負費等で８１６万２,０００円とし、３目琵琶湖流域下

水道建設費負担金としまして２,１１１万６,０００円を計上しております。 

 ２項企業債償還金については２億４,６８８万７,０００円を計上しております。 

 予算書１７３ページですけども、企業債残高見込額では、令和７年度末現在として、

令和６年度に対し１億１,３３８万７,０００円減の２０億３,４０８万６,０００円とな

る見込みであります。 

 以上、説明とさせていただきますので、ご審議賜りますようよろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（菅森照雄君） これより質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 お諮りします。議案第２７号については、会議規則第３９条第１項の規定により、産

業建設常任委員会に付託して審査したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 異議なしと認めます。 



－６０－ 

 よって、議案第２７号は産業建設常任委員会に付託することに決定しました。 

                                        

○議長（菅森照雄君） これで本日の議事日程は全て終了しました。 

 明日からの日程につきましては、別紙の会期日程表のとおり進めていきたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

 なお、再開は３月５日午前９時３０分とし、一般質問を行います。 

 長時間にわたってご審議いただき、誠にありがとうございました。 

 本日はこれにて散会いたします。 

（午後 ３時０５分 散会） 



－６１－ 
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